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文
に
従
う
―
―
訳
者
）
と
五
六
時
間
も
の
激
戦
を
繰
り
広
げ
た＊

２

。
国

民
党
軍
は
内
戦
以
来
の
貴
重
な
勝
利
を
収
め
、
共
産
党
軍
の
「
金
門

島
を
手
に
入
れ
て
台
湾
を
解
放
す
る
」
と
い
う
軍
事
行
動
を
し
ば
ら

く
食
い
止
め
、
台
湾
の
国
民
党
政
府
に
一
息
つ
か
せ
た
。

一
九
五
〇
年
六
月
に
朝
鮮
戦
争
（K

orean W
ar

）
が
勃
発
し
、

ト
ル
ー
マ
ン（H

urry T
rum

an

）大
統
領
は
台
湾
海
峡
を「
中
立
化
」

（neutralization

）
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
中
華
人
民
共
和
国
が
台

湾
を
攻
撃
す
る
こ
と
お
よ
び
中
華
民
国
が
中
国
大
陸
を
攻
撃
す
る
こ

と
を
阻
止
し
た
。
未
解
決
だ
っ
た
中
国
の
内
戦
問
題
は
国
際
問
題
に

な
り
始
め
、
さ
ら
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
冷
戦
（the Cold W

ar

）

の
一
部
と
な
っ
た＊

３

。

し
か
し
、
台
湾
海
峡
の
中
立
化
は
金
門
の
平
和
を
保
証
す
る
も
の

で
は
な
く
、
金
門
で
の
戦
争
は
継
続
し
、
一
九
五
〇
年
七
月
の
「
大

胆
戦
役
」、一
九
五
四
年
の
「
九
三
戦
役
」、一
九
五
八
年
の
「
八
二
三

砲
撃
戦
」（「
台
湾
海
峡
危
機
」
と
も
い
う
）、一
九
六
〇
年
の
「
六
一
七

砲
撃
戦
」「
六
一
九
砲
撃
戦
」
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
反
共
救
国
軍
の

ゲ
リ
ラ
部
隊
も
金
門
を
基
地
と
し
、
三
回
に
わ
た
り
福
建
省
沿
岸
の

島
に
突
撃
し
、
一
九
五
二
年
一
月
の
「
湄
洲
島
突
撃
」、
一
九
五
二

年
一
〇
月
の「
南
日
島
突
撃
」、一
九
五
三
年
七
月
の「
東
山
島
突
撃
」

な
ど
が
行
わ
れ
た
。
一
九
五
八
年
の
「
八
二
三
砲
撃
戦
」
の
後
は
、

共
産
党
軍
は
金
門
に
対
し
て
「
単
打
双
不
打
」（
奇
数
日
に
宣
伝
用

の
印
刷
物
を
詰
め
た
宣
伝
弾
を
打
ち
、
偶
数
日
に
は
停
止
す
る
）
と
い

う
象
徴
的
な
武
力
威
嚇
を
一
九
七
八
年
一
二
月
一
五
日
の
米
中
国
交

樹
立
ま
で
続
け
た
。

軍
事
統
治
下
の
金
門
は「
三
民
主
義
模
範
県
」と
し
て
改
造
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
「
管
、
教
、
養
、
衛
」
の
四
大
建
設
の
下
に
政
治
、
教
育
、

経
済
、
軍
事
な
ど
の
面
で
一
種
の
「
軍
事
化
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

近
代
主
義
」（m

ilitarized utopian m
odernism

）
が
作
り
出
さ
れ

た＊
４

。
そ
し
て
、
一
九
九
二
年
一
一
月
七
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
四
三

年
に
も
わ
た
る
軍
事
統
治
と
戦
地
政
務
が
解
除
さ
れ
た
。

伝
統
的
な
金
門
戦
史
研
究
は
主
に
軍
の
観
点
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
立

場
で
戦
争
を
記
述
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
敵
味
方
双
方

の
戦
略
的
配
置
お
よ
び
戦
術
の
応
用
に
関
心
が
あ
り
、
軍
隊
の
交

戦
の
詳
細
や
そ
の
影
響
を
説
明
し
、
反
共
意
識
と
愛
国
主
義
を
宣

揚
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
代
表
的
な
著
作
に
は
国
防
部
史
政

処
の
『
金
門
戦
役
』（
一
九
五
七
）、
国
史
館
の
『
金
門
古
寧
頭
舟
山

登
歩
島
之
戦
史
料
初
輯
』（
一
九
七
九
）
や
『
金
門
古
寧
頭
舟
山
登

歩
島
之
戦
史
料
続
輯
』（
一
九
八
二
）
な
ど
が
あ
る
。
戦
地
政
務
時

期
の
も
の
に
は
許
如
中
が
編
修
し
た
『
新
金
門
志
』（
一
九
五
九
）

が
あ
る
が
、
軍
事
教
育
的
な
色
彩
が
強
く
、
軍
が
い
か
に
し
て
金

門
の
建
設
を
行
っ
た
か
と
い
う
成
果
を
お
お
い
に
賞
賛
す
る
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
英
文
の
著
作
で
は
、
金
門
は
、
米
国
の
外
交
政

策
史
、
米
中
台
関
係
史
お
よ
び
現
実
主
義
（realism

）、
軍
事
威
嚇

（deterrence

）、
戦
争
瀬
戸
際
政
策
（brinkm

anship

）
と
い
っ
た

理
論
研
究
の
課
題
に
お
い
て
広
く
重
視
さ
れ
て
い
る＊

５

。

冷
戦
の
終
結
と
国
共
の
対
立
の
緩
和
、戦
地
政
務
の
解
除
、文
献
・

　

は
じ
め
に
―
―
戦
争
史
、地
方
社
会
お
よ
び
女
性

金
門
は
、
古
く
は
浯
洲
、
浯
江
、
浯
島
、
滄
浯
な
ど
と
称
し
た
が
、

現
在
は
金
門
本
島
、
烈
嶼
、
大
担
、
二
担
（
今
の
大
胆
、
二
胆
）
な

ど
の
群
島
か
ら
成
っ
て
お
り
、
面
積
は
約
一
五
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。
福
建
省
の
厦
門
湾
外
、
九
龍
江
口
に
位
置
し
、
内
に
向

か
っ
て
は
漳
州
、
厦
門
に
面
し
、
外
に
向
か
っ
て
は
澎
湖
、
台
湾
を

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
戦
略
上
の
要
地
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
中
国
国
民
党
と
共
産
党
の
争
い
が
激
化

し
、
米
国
の
斡
旋
と
調
停
の
下
に
和
平
会
談
が
進
め
ら
れ
協
定
が
締

結
さ
れ
た
が
、
双
方
は
一
九
四
六
年
七
月
に
内
戦
を
勃
発
さ
せ
た
。

一
九
四
九
年
四
月
、
一
〇
〇
万
に
近
い
共
産
党
軍
（
原
文
に
従
う

―
―
訳
者
）
が
長
江
を
渡
り
南
京
、
上
海
、
武
漢
、
長
沙
を
相
次
い

で
陥
落
さ
せ
、
さ
ら
に
四
川
、
広
西
な
ど
に
進
撃
し
た
。
一
〇
月
、

中
華
人
民
共
和
国
が
北
京
で
成
立
を
宣
言
し
、
蒋
介
石
は
国
民
党
を

台
湾
に
遷
し
た＊

１

。

一
九
四
九
年
一
〇
月
二
四
日
前
夜
、
潮
州
、
汕
頭
か
ら
移
駐
し
て

き
た
胡
璉
将
軍
を
司
令
官
と
す
る
第
一
二
兵
団
が
金
門
に
到
着
し
、

金
門
の
防
衛
を
引
き
継
い
だ
。
そ
の
日
の
夜
、
約
二
万
人
の
共
産
党

軍
が
金
門
の
西
北
の
古
寧
頭
に
上
陸
し
よ
う
と
し
、
国
民
党
軍
（
原

国
家
、地
方
社
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策

―
―
戦
地
金
門
の
女
性
の
役
割
お
よ
び
イ
メ
ー
ジ
の
再
現

江
柏
煒
／
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ゾ
ー
ニ

（
阿
部
由
美
子
訳
）

 
特
集
―

１ 

金
門
島
研
究
―
―
そ
の
動
向
と
可
能
性
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分
析
を
通
じ
て
、
戦
地
社
会
の
地
方
政
治
政
策
に
お
け
る
軍
事
化

（m
ilitarization

）
／
近
代
化
（m

odernization

）
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー

（gender relations

）
間
の
三
者
関
係
を
理
解
す
る
。

　

Ｉ 

生
産
と
再
生
産
の
役
割
に
お
け
る
模
範
女
性

１ 

家
事
労
働
か
ら
増
産
報
国
へ

　

 

―
―
戦
地
経
済
政
策
下
の
労
働
女
性

金
門
は
沿
海
地
方
で
あ
り
、
早
い
時
期
に
は
砂
嵐
の
害
を
ひ
ど
く

受
け
、ま
た
土
地
が
や
せ
て
お
り
、水
利
が
豊
か
で
は
な
い
た
め
に
、

島
民
の
多
く
は
塩
作
り
、近
海
漁
業
、雑
穀
栽
培
を
主
要
産
業
と
し
、

そ
う
し
た
生
産
物
を
よ
そ
の
土
地
か
ら
供
給
さ
れ
る
白
米
と
交
換
し

て
き
た
。
近
代
に
な
り
、
大
量
の
青
年
が
南
方
に
渡
っ
て
生
計
を
立

て
る
よ
う
に
な
り
、
地
方
経
済
は
海
外
華
僑
の
送
金
に
高
度
に
依
存

し
、
生
産
環
境
は
相
当
に
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
九
年
以
降
金
門
は
戦
地
に
な
り
、
一
方
で
華
僑
送
金
は
以

前
に
は
及
ば
な
く
な
り
、
地
方
経
済
は
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
ま

た
、
大
量
の
軍
人
が
や
っ
て
来
て
、
民
生
物
資
の
供
給
が
緊
急
の
問

題
に
な
っ
た
。
生
産
量
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
軍
は
専
門
の
機
関
を

設
け
、
農
業
、
林
業
、
漁
業
、
畜
産
業
を
積
極
的
に
改
良
し
、
自
給

自
足
と
い
う
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
し
た＊＊

＊

。
戦
地
民
生
工
業
の
推
進

に
も
効
果
が
現
れ
、
金
門
高
粱
酒
は
そ
の
中
で
も
最
も
成
功
し
た
産

業
に
な
り
、
金
門
の
農
業
の
発
展
を
導
い
た
。「
一
斤
の
高
粱
（
お

よ
び
大
麦
、
小
麦
）
を
一
斤
の
白
米
と
交
換
す
る＊＊

＊

」
と
い
う
政
策
の

も
と
、
政
府
は
農
民
が
高
粱
、
大
麦
、
小
麦
お
よ
び
そ
の
他
の
経
済

作
物
を
栽
培
す
る
の
を
奨
励
し
、
こ
れ
ら
の
穀
物
を
公
営
の
酒
造
工

場
に
供
給
し
て
酒
造
り
の
原
料
と
し
、
財
政
の
自
主
性
を
打
ち
立

て
た
。
ま
た
、
金
門
の
も
う
ひ
と
つ
の
軽
工
業
で
あ
る
陶
器
工
場

（
一
九
六
三
年
設
立
）
も
高
粱
酒
の
容
器
を
製
造
す
る
た
め
に
設
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

金
門
の
農
業
、
漁
業
家
庭
で
は
、
既
婚
女
性
の
多
く
が
家
事
労
働

と
家
計
生
産
の
両
方
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
人
の

女
性
の
日
常
生
活
は
ほ
と
ん
ど
が
同
じ
モ
デ
ル
で
あ
る
。
三
食
の
料

理
を
し
、
舅
、
姑
、
夫
に
仕
え
、
子
ど
も
を
育
て
、
洗
濯
、
掃
除
等

の
家
事
労
働
を
し
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
畑
で
手
伝
い
を
す
る
か
海
岸

で
牡
蠣
や
海
草
を
採
っ
た
り
、
ま
た
豚
、
牛
、
鶏
を
飼
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
余
っ
た
時
間
に
は
衣
服
を
縫
っ
た
り
し
て

い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
運
営
と
結
び
付
い
た
重
要
な
役
割
を
女

性
が
担
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
当
た
り
前
の
「
天
職
」
と
見
な
さ
れ

て
い
た
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
国
家
が
政
治
的
な
需
要
を
持
つ
と
、
勤
勉
な

女
性
の
労
働
の
イ
メ
ー
ジ
は
戦
地
精
神
に
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
農
漁
業
技
術
の
改
良
後
、
豊
作
の
光
景
は
戦
地
社
会
の
豊

か
な
イ
メ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
り
、
女
性
の

檔
案
の
公
開
に
伴
い
、
金
門
の
戦
争
史
に
関
連
す
る
研
究
に
は
四
つ

の
傾
向
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
通
常
の
軍
事
史
研
究

の
角
度
か
ら
の
問
い
か
け
で
は
あ
る
が
、海
峡
両
岸
の
文
献
、
檔
案
、

新
聞
を
引
用
、
比
較
し
、
異
な
っ
た
政
治
的
立
場
か
ら
戦
争
の
背
後

の
政
策
決
定
過
程
を
分
析
す
る
よ
う
に
な
っ
た＊

６

。
第
二
に
、
当
時
金

門
で
服
役
し
て
い
た
士
官
・
兵
士
か
ら
口

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

述
資
料
を
収
集
す
る
よ
う

に
な
っ
た＊

７

。
第
三
に
、
通
常
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
軍
事

史
の
型
か
ら
脱
し
て
、
人
類
学
研
究
と
社
会
史
か
ら
軍
事
統
治
下
の

地
方
社
会
の
文
化
変
遷
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た＊

８

。
第
四
に
、
戦

争
遺
産
保
護
を
目
的
と
し
た
関
連
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た＊
９

。こ
れ
ら
の
異
な
る
傾
向
の
研
究
成
果
は
、
金
門
研
究
に
ま
っ
た
く

新
し
い
視
野
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
冷
戦
構
造
と

両
岸
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
二
〇
世
紀
後
半
の

金
門
の
地
域
史
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
と
相
互
に
影
響
し
合
い
、
相
互
に
因
果
関
係
を
な
し
て

い
る
。
金
門
の
地
域
史
を
叙
述
す
る
意
味
は
、
伝
統
的
な
戦
争
史
研

究
の
中
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
地
方
社
会
お
よ
び
そ
の
住
民
を
再
現

し
、戦
時
体
制
下
に
お
け
る
彼
ら
の
特
殊
な
社
会
組
織
、日
常
生
活
、

文
化
習
俗
の
変
遷
を
理
解
し
、
国
際
関
係
、
国
家
、
地
方
社
会
の
三

者
の
相
互
作
用
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
と
、筆
者
は
考
え
て
い
る
。

軍
事
政
権
は
外
部
の
国
際
情
勢
と
地
政
的
な
防
衛
の
配
置
を
進
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
以
外
に
、
地
方
社
会
と
軍
隊
の
統
治
、
動
員
、

教
化
も
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
戦
地
経
済
の
近
代
化
お
よ

び
民
間
防
衛
自
衛
隊
の
組
織
と
い
う
政
策
の
下
で
は
、
女
性
も
ま
た

国
家
に
動
員
さ
れ
、
特
殊
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
戦

地
社
会
で
は
性
別
構
成
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
き
わ
め
て
顕
著
に
な

り
、
軍
隊
の
風
紀
は
地
方
の
女
性
の
安
全
を
脅
か
し
、
さ
ら
に
軍
隊

と
民
間
の
感
情
的
な
揉
め
ご
と
が
起
こ
っ
た
の
で
、
国
家
は
こ
れ
ら

の
課
題
を
認
識
し
、
答
え
を
出
す
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー

（gender relations

）
と
性
（sexuality

）
は
戦
地
社
会
内
部
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
重
要
課
題
と
な
っ
た
。

本
文
の
意
図
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
誕
生
と
実
践
を
通
じ
て
、

国
家
が
い
か
に
戦
地
の
女
性
の
社
会
的
な
役
割
と
イ
メ
ー
ジ
を
規
範

化
し
再
現
し
た
の
か
、
ま
た
地
方
社
会
が
い
か
に
し
て
そ
れ
に
応
え

た
の
か
と
い
う
歴
史
的
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
、
生

産
者
と
再
生
産
者
と
し
て
の
女
性
を
探
究
す
る
。
国
家
は
彼
女
た
ち

に
勤
労
服
従
、
敬
軍
愛
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
、
国
家
の
政

策
の
象
徴
と
し
た
。
次
に
、
一
歩
進
ん
で
国
家
に
よ
る
女
性
の
民

間
防
衛
体
系
へ
の
編
入
に
つ
い
て
論
じ
る
。
一
種
の
軍
事
化
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
戦
地
の
精
神
を
再
現
し
、

ま
た
「
改
正
風
俗
」
の
名
の
下
に
女
性
の
身
体
美
学
を
規
範
化
し

た
。
こ
の
他
、
前
の
二
者
と
相
反
し
て
、
柔
美
な
女
性
は
情
欲
の
対

象
の
再
現
と
さ
れ
、
国
家
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
の

対
象
と
な
り
、
地
方
経
済
に
運
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
点
を
指

摘
す
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
女
性
の
役
割
と
イ
メ
ー
ジ
の
再
現
の



092093 国家、地方社会とジェンダー政策

作
を
学
習
さ
せ
た
（
写
真
３
）。
ま
た
民
生
工
業
の
人
材
需
要
の
た

め
に
、
金
門
高
粱
酒
工
場
な
ど
で
は
、
女
性
労
働
者
を
雇
っ
て
低
技

術
の
仕
事
を
担
当
さ
せ
た
。
写
真
で
は
二
列
の
女
性
が
厨
房
の
隅
に

座
り
、
男
性
技
術
者
が
機
械
を
操
作
す
る
画
面
の
後
ろ
に
隠
れ
て
、

酒
瓶
の
中
に
不
純
物
が
な
い
か
目
で
確
認
し
、
包
装
を
行
っ
て
い
る

（
写
真
４
）。
一
九
七
七
年
、
西
園
塩
場
の
製
塩
加
工
工
場
が
開
設
さ

れ
、
食
用
精
製
塩
を
生
産
し
て
軍
と
民
間
に
供
給
し
た
。
製
塩
工
場

は
数
名
の
地
元
女
性
を
臨
時
労
働
者
と
し
て
雇
用
し
、
精
製
塩
の
包

装
作
業
に
投
入
し
た
（
写
真
５
）。
女
性
は
工
業
生
産
ラ
イ
ン
上
の

一
部
と
な
り
、
勤
労
で
細
心
で
あ
り
、
増
産
に
よ
っ
て
国
に
報
い
る

と
い
う
時
代
の
雰
囲
気
を
再
現
し
た
。
し
か
し
農
漁
業
生
産
で
あ
れ

工
業
生
産
で
あ
れ
、
当
局
の
レ
ン
ズ
の
向
け
ら
れ
て
い
る
労
働
女
性

は
決
し
て
主
体
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
真
の
社

会
的
脈
絡
（social context

）
の
外
に
置
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
彼

女
た
ち
は
国
家
が
「
戦
地
政
務
実
験
区
」
お
よ
び
「
三
民
主
義
模
範

県
」
の
政
策
の
成
功
を
宣
伝
す
る
一
種
の
記
号
と
象
徴
と
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
国
家
は
女
性
の
細
心
で
温
和
な
特
質
を
よ
く
利
用

し
、政
策
執
行
過
程
で
直
面
す
る
可
能
性
の
あ
る
衝
突
を
処
理
し
た
。

高
粱
や
大
麦
、
小
麦
の
収
穫
時
期
に
は
、
酒
工
場
は
人
と
車
両
を
派

遣
し
各
郷
鎮
を
巡
回
し
て
収
集
、
計
量
、
記
録
を
行
い
、
さ
ら
に
農

民
組
合
に
台
帳
を
渡
し
て
白
米
と
交
換
す
る
。
し
か
し
、
女
性
の
経

済
機
会
は
実
際
は
あ
る
種
の
小
さ
な
範
囲
、
つ
ま
り
当
局
（
あ
る
い

は
男
性
）
が
認
定
し
、
想
定
す
る
適
当
な
職
場
の
役
割
に
限
定
さ
れ

て
い
た
。
一
九
七
二
年
六
月
と
七
月
の
『
正
気
中
華
日
報
』
に
そ
れ

ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
二
枚
の
写
真
は
、
女
性
労
働
者
が
「
乾
湿
度
計
測

器
」
で
、
民
衆
が
交
換
に
来
た
大
麦
、
小
麦
を
検
査
す
る
様
子
を
記

イ
メ
ー
ジ
は
一
種
の
隠
喩
効
果
を
備
え
た
主
題
と
な
っ
た
。
軍
が
撮

影
し
た
一
九
五
〇
年
の
海
岸
の
写
真
で
は
、
烈
日
の
下
で
男
性
一
人

と
女
性
一
人
が
懸
命
に
魚
網
を
補
修
し
て
お
り
、
戦
地
の
生
活
の

「
苦
し
み
を
恐
れ
ず
、
困
難
を
恐
れ
な
い
」
と
い
う
意
志
の
力
を
伝

え
て
い
る
（
写
真
１
）。
一
九
六
九
年
の
『
金
門
日
報
』
は
烈
嶼
郷

の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
豊
作
の
光
景
を
載
せ
た
。
四
人
の
人
物
が
椅
子

に
座
っ
て
お
り
、
傍
ら
は
す
べ
て
畑
か
ら
と
れ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で

あ
り
、
一
人
の
年
長
の
女
性
と
二
人
の
未
成
年
の
女
の
子
が
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
の
皮
む
き
、
分
類
、
実
の
取
り
外
し
に
精
を
出
し
て
お
り
、

男
の
子
は
好
奇
心
を
も
っ
て
頭
を
上
げ
て
レ
ン
ズ
を
見
つ
め
て
い
る

（
写
真
２
）。
彼
女
ら
は
み
な
沈
黙
す
る
労
働
者
で
あ
り
、
女
性
特
有

の
忍
耐
力
で
、
細
か
く
面
白
み
の
な
い
仕
事
を
繰
り
返
し
お
こ
な
い

つ
つ
、家
の
子
ど
も
の
面
倒
を
見
る
と
い
う
職
責
を
果
た
し
て
い
た
。

写
真
が
再
現
し
て
い
る
時
代
の
意
義
は
、
国
家
の
農
漁
業
政
策
の
成

功
に
よ
っ
て
彼
女
た
ち
の
衣
食
は
足
り
、
ま
た
彼
女
た
ち
も
国
家
の

期
待
通
り
に
、
自
分
の
身
を
わ
き
ま
え
、
勤
労
、
服
従
し
、
増
産
し

て
国
に
報
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

国
家
は
意
識
的
に
伝
統
的
な
経
済
活
動
と
国
家
の
大
事
件
の
連
結

を
再
現
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
地
方
社
会
の
異
な
っ
た
経
済

の
変
化
を
宣
伝
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
こ
に
は
女
性
の
経
済
的
役

割
の
転
換
も
含
ま
れ
て
い
た
。
例
を
あ
げ
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
後

期
に
は
国
家
が
女
性
に
料
理
、
裁
縫
等
の
職
業
訓
練
を
提
供
し
、
彼

女
た
ち
が
職
場
に
入
る
こ
と
を
奨
励
し
た＊＊

＊

。
軍
は
貧
困
家
庭
の
女
性

の
た
め
に
「
家
事
講
習
班
」
を
開
講
し
、
彼
女
た
ち
に
ミ
シ
ン
の
操

写真 4 金門酒工場の生産ライン（『正気
中華日報』1969 年 11 月 27 日第 2 面）

写真 5 精製塩加工工場で包装に従事する
女性労働者（『金門日報』1978 年 1 月
6 日第 2 面）

写真 6 「小麦の花」による穀物の乾湿度
検査（『正気中華日報』1972 年 6 月 15
日第 2 面）

写
真
７　

金
門
高
梁
酒
工
場
の
女
性
技
術

員
（『
正
気
中
華
日
報
』
一
九
七
二
年
七
月

一
〇
日
第
二
面
）

写真 1 1950 年代の魚網の補修（金門県政
府「胡璉将軍珍蔵文物、写真類」編集番号
E068）

写真 2 烈嶼郷でのトウモロコシの豊作を示
す農作業の光景（『金門日報』1969 年 7 月
4 日第 2 面）

写真 3 「貧民自助縫紉班」での労働女性（『正
気中華日報』1963 年 5 月 3 日第 4 面）
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地
社
会
の
良
妻
賢
母
に
対
す
る
新
し
い
要
求
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
家
庭
を
管
理
し
、
さ
ら
に
国
家
に
服
務
し
な

く
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
「
良
妻
賢
母
で
救
国
保

種
で
良
好
な
公
民
」
と
い
う
役
割
を
こ
な
す
こ
と
を
期
待

さ
れ
た
女
性
は
、〝
家
〟
か
ら
〝
国
家
〟
に
至
る
重
大
な

責
任
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
（
表
１
）。

こ
れ
ら
の
模
範
的
な
女
性
像
は
、
ま
さ
に
蒋
介
石
夫
人

宋
美
齢
が
一
九
五
四
年
三
月
八
日
の
国
際
女
性
デ
ー
の
慶

祝
大
会
で
述
べ
た
、〝
家
〟
と
〝
国
〟
の
双
方
に
責
任
を

も
つ
女
性
像
に
対
応
し
て
い
る
。

全
国
の
姉
妹
の
み
な
さ
ん
！　

我
々
の
民
族
の
偉

大
な
精
神
、
さ
ら
に
我
々
の
高
尚
な
倫
理
道
徳
、
こ

の
倫
理
道
徳
は
実
に
我
々
中
華
民
族
五
千
年
の
歴
史

の
結
晶
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
我
々
中

国
が
こ
れ
ま
で
育
ん
で
き
た
女
性
の
崇
高
な
観
念
は

良
妻
賢
母
で
し
た
。
し
か
し
我
々
は
今
、
反
共
反
ソ

反
攻
復
国
の
時
代
に
生
き
て
い
ま
す
。
我
々
は
さ
ら

に
こ
の
倫
理
道
徳
概
念
、
良
妻
賢
母
の
家
族
愛
を
民

族
愛
に
拡
充
し
、
さ
ら
に
こ
の
良
妻
賢
母
の
家
庭
愛

を
国
家
へ
の
愛
に
拡
充
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
我
々
女
性
は
、
母
で
あ
れ
ば
岳
飛
の
母
の
よ

う
に
、
妻
で
あ
れ
ば
韓
世
忠
の
妻
の
よ
う
に
、
子
ど

録
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
微
笑
を
浮
か
べ
、
親
切
か
つ
専
門
的
に

仕
事
を
行
い
、
そ
の
中
の
一
枚
は
「
小
麦
の
花
」
と
命
名
さ
れ
て
い

る
（
写
真
６
、７
）。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
農
民
の

権
益
に
関
係
し
て
お
り
、
い
つ
も
勘
定
が
細
か
く
、
容
易
に
争
い
が

起
き
る
も
の
だ
が
、
女
性
が
国
家
と
地
方
社
会
の
仲
介
者
と
な
り
、

性
別
の
特
性
に
よ
る
優
勢
を
発
揮
し
、
国
家
が
与
え
た
役
割
を
忠
実

に
果
た
し
た
。

２ 〝
家
〞
か
ら〝
国
〞
へ
の
責
任

　

 

―
― 「
模
範
的
女
性
、
模
範
的
母
親
」
の
選
抜
と

　
　
　

 

「
軍
服
縫
製
」運
動

し
か
し
、
女
性
の
就
業
の
提
唱
は
女
性
の
家
事
の
役
割
の
再
評
価

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
〝
あ
た
り
ま
え
〟
と
思

わ
れ
続
け
た
功
能
は
、
家
庭
福
祉
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
と
さ

れ
、
さ
ら
に
国
家
目
標
へ
の
貢
献
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
い
い
か
え

れ
ば
、
軍
事
の
近
代
化
は
家
事
労
働
の
政
治
化
の
過
程
に
関
わ
っ
て

い
た
。

一
九
五
〇
年
代
中
期
か
ら
、
戦
地
女
性
の
模
範
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

作
り
出
す
た
め
に
、
金
門
で
は
国
際
女
性
デ
ー
や
母
の
日
等
の
国
が

定
め
た
記
念
日
に
「
模
範
的
女
性
、
模
範
的
母
親
」
の
選
抜
を
行
っ

た
こ
と
も
、
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
。
選
抜
過
程
は
下
か
ら
上
に
と
い

う
推
挙
方
式
を
採
り
、
ま
ず
村
の
役
場
で
名
簿
を
作
成
し
て
郷
鎮
の

役
場
に
送
り
、
さ
ら
に
軍
に
隷
属
す
る
県
政
府
に
送
り
決
定
す
る
。

入
選
者
は
軍
に
よ
っ
て
県
政
府
で
表
彰
さ
れ
賞
状
が
贈
ら
れ
、
ま
た

個
人
の
事
跡
が『
正
気
中
華
日
報
』と『
金
門
日
報
』に
掲
載
さ
れ
た
。

模
範
的
女
性
で
あ
れ
模
範
的
母
親
で
あ
れ
、
漢
人
の
伝
統
社
会
の

女
性
の
「
夫
を
支
え
、
子
ど
も
を
教
育
し
、
よ
く
家
事
を
す
る
」
と

い
う
こ
と
の
再
生
産
（reproduction

）
の
領
域
に
対
す
る
期
待
の

ほ
か
、
彼
女
た
ち
の
生
産
事
業
、
公
益
事
業
に
お
け
る
姿
勢
、
お
よ

び
「
敬
軍
、
愛
国
」
と
い
う
政
治
的
忠
誠
度
も
ま
た
検
査
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
国
家
は
女
性
が
職
場
に
入
り
、
困

難
を
克
服
し
て
生
産
し
、「
一
族
と
親
睦
し
、
問
題
を
解
決
し
紛
争

を
調
停
す
る
」
と
い
う
男
性
の
地
方
有
力
者
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と

を
奨
励
し
、
ま
た
愛
国
主
義
的
な
情
操
を
展
開
し
、
女
性
を
家
庭
で

の
役
割
か
ら
引
き
出
し
て
、
男
性
と
同
様
に
公
共
の
事
務
に
参
与
さ

せ
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
詳
細
に
研
究
す
る
と
、
こ
の
過
程
は

近
代
的
な
意
味
を
持
っ
た
女
性
解
放
運
動
で
は
な
く
、
反
対
に
女
性

は
さ
ら
に
重
く
、
さ
ら
に
不
平
等
な
圧
力
の
中
に
陥
れ
ら
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
模
範
的
母
親
の
基
本
的
な
資
格

は
三
人
以
上
の
子
女
が
い
る
こ
と
で
あ
り
、
多
産
を
奨
励
す
る
政
策

態
度
を
反
映
し
て
い
た
。「
子
女
を
教
え
導
き
功
績
を
あ
げ
た
者
、

功
績
の
著
し
い
者
」
と
い
う
評
価
は
、
子
女
が
軍
隊
に
入
る
こ
と
を

奨
励
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
政
府
が
推
進
す
る
政
令
に
協

力
し
、
本
県
の
新
村
建
設
お
よ
び
環
境
衛
生
整
理
を
実
践
す
る
」
こ

と
に
適
合
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
み
な
国
家
が
戦

表1 金門の模範的女性、模範的母親の選抜資格と基準
基本資格 選抜基準

模範的女性
20 歳以上の女性で（既婚、
未婚は問わず）、行為が正
しく悪い嗜好のない者

1. 国家への忠愛を具体的な事実によって表現している
者。

2. 軍を敬う模範で郷土で表彰することができる者。
3. 公務員、教師で、成績優秀であり、所属機関から奨

励のある者。
4. 公益に熱心で郷土で尊敬される者。
5. 苦労を厭わず労働し、生産事業に努力し成績優秀な

者。
6. 夫を支え子どもを教え、よく家事を行う者。

模範的母親

本県に六ヵ月以上居住し、
50 歳以上で、子女が 3 人
いて品徳に優れ、身体が健
康な者

1. 若くして夫を失い、子どもを育て上げ、教養のある
大人で、村で賞賛される者。

2. 夫を支え、子どもを教育し、よく家事を行い、一族
を親睦させ、村で模範となる者。

3. 苦労を厭わず労働し、生産に励み、また村の生産建
設に協力し、生活水準を向上させた者。

4. 問題を解決し紛争を調停し、善いことのために忠言
し、子女が功績をあげるように教え導き、顕著な業
績をあげた者。

5. 国を愛し軍を敬う上で具体的な業績があり、敬軍の
模範となったことのある者。

6. 政府が推進する政令に協力し、本県の新村建設およ
び環境衛生整理を実践する者。

出典：1957、1961 年の『正気中華日報』に基づき整理。
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校
を
開
設
す
る
こ
と
を
求
め
る
。（
六
）
婦
女
界
を
動
員
し
て
傷
痍

軍
人
を
慰
労
す
る
。（
七
）
基
金
を
設
立
し
て
、
生
産
事
業
を
起
こ

し
、
工
場
を
設
立
す
る
。（
八
）
各
階
層
の
女
性
同
胞
を
動
員
し
て

一
人
靴
一
足
を
前
方
に
送
る
運
動
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
。（
九
）

本
会
が
被
服
工
場
を
設
立
し
、
な
る
べ
く
軍
人
家
族
に
仕
事
を
担
当

さ
せ
る
よ
う
に
求
め
る
。（
一
〇
）
縫
製
工
場
を
設
立
し
、各
機
関
、

学
校
に
手
紙
を
送
り
制
服
の
縫
製
を
請
け
負
い
、
失
業
し
た
軍
人
家

族
を
救
済
す
る
。（
一
一
）
食
糧
の
増
産
を
積
極
的
に
行
い
、
前
方

の
作
戦
の
需
要
に
応
じ
る＊＊

＊

。

一
九
五
〇
年
四
月
二
七
日
、
宋
美
齢
は
自
ら
縫
製
し
て
軍
を
慰
問

し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
メ
デ
ィ
ア
で
広
く
報
道
さ
れ
、
漫
画
に
も

描
か
れ
、
字
の
読
め
な
い
女
性
に
も
総
統
夫
人
で
さ
え
も
模
範
と
な

り
、
労
働
し
て
国
に
報
い
る
と
い
う
高
尚
な
品
徳
を
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
た
。
漫
画
の
中
の
宋
美
齢
の
表
情
は
穏
や

か
、か
つ
控
え
目
で
、集
中
し
熟
練
し
た
様
子
で
ミ
シ
ン
を
操
作
し
、

良
妻
賢
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
（
写
真
８
）。
一
九
五
〇
年

五
月
か
ら
、
金
門
で
は
猛
烈
な
勢
い
で
軍
服
縫
製
と
軍
人
の
た
め
の

洗
濯
運
動
が
展
開
さ
れ
、
軍
の
新
聞
は
民
間
が
婦
聯
会
の
政
策
に
熱

心
に
対
応
し
た
と
い
う
光
景
（
写
真
９＊＊

＊

）、
お
よ
び
軍
人
が
慰
問
を

受
け
て
感
動
し
、
士
気
が
上
が
っ
た
と
い
う
印
象
を
作
り
出
し
た＊＊

＊

。

疑
問
の
余
地
も
な
い
こ
と
だ
が
、「
軍
服
縫
製
」
運
動
の
政
治
効
果

は
、「
敬
軍
愛
国
」
を
宣
伝
す
る
の
み
な
ら
ず
、
平
凡
な
家
庭
労
働

が
、
無
意
識
の
感
化
と
い
う
意
識
形
態
を
通
じ
て
、
二
者
―
―
動
員

さ
れ
る
女
性
と
恩
恵
を
受
け
る
軍
人
―
―
を
教
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
宋
美
齢
は
良
妻
賢
母
の
模
範
的
な
原
型
（prototype

）

を
作
り
出
し
、〝
国
家
の
母
親
〟
に
な
り
、
前
線
に
出
兵
す

る
将
兵
を
気
に
か
け
た
。
こ
の
種
の
〝
天
下
の
模
範
と
な
る

べ
き
母
親
〟
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
力
は
、
民
間
の
女
性
は

み
な
立
ち
上
が
る
べ
き
で
あ
り
、
軍
人
は
忠
義
を
尽
く
し

て
国
に
報
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し

て
お
り
、
忠
孝
と
い
う
倫
理
に
符
合
す
る
道
徳
政
治
観
を

打
ち
立
て
、
国
府
統
治
の
正
当
性
を
強
化
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
、
金
門
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
は
間
違

い
な
く
負
担
の
増
加
に
な
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
家
で
夫
や

も
に
は
民
族
に
孝
を
尽
く
す
よ
う
に
教
え
、
夫
に
は
国
家
に
忠
を

尽
く
す
よ
う
に
勧
め
る
、
そ
れ
こ
そ
我
々
現
代
女
性
が
追
及
す
る

模
範
と
観
念
で
す
…
…
。

今
日
の
女
性
は
時
代
の
要
求
に
よ
り
二
重
の
責
任
を
負
わ
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
家
庭
を
守
る
と
と
も
に
国
家
に
服
務
す
る
。

こ
の
た
め
に
自
己
を
充
実
さ
せ
、
自
己
を
敬
愛
し
、
現
代
女
性
と

な
り
、「
良
妻
賢
母
で
あ
り
、救
国
保
種
で
も
あ
る
良
好
な
公
民
」

で
あ
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん＊＊

＊

。

世
界
の
他
の
社
会
か
ら
す
る
と
、
女
性
が
近
代
化
の
過
程
で
家
庭

の
内
外
の
〝
二
重
の
責
任
〟
を
担
う
と
い
う
の
は
容
易
に
理
解
さ
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
軍
事
の
近
代
化
の
必
要
の
た
め
に
、
戦
地

で
生
じ
る
こ
の
種
の
二
重
の
責
任
は
、
女
性
が
国
家
の
た
め
に
奮
闘

す
る
と
い
う
特
殊
な
貢
献
で
あ
っ
た
。「
軍
服
縫
製
」
運
動
は
〝
良

妻
賢
母
〟
イ
メ
ー
ジ
の
具
体
的
な
政
治
実
践
だ
っ
た
。
こ
の
運
動
の

発
端
は
宋
美
齢
が
指
導
す
る
「
中
華
婦
女
反
共
抗
俄
聯
合
会
」（
以

下
婦
聯
会
と
略
す
）
の
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
「
女

性
の
力
を
団
結
さ
せ
、
反
共
反
ソ
で
勝
利
を
収
め
る
」
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
四
月
一
七
日
に
婦
聯
会
は
台
北
で
正
式
に
成

立
し
、
そ
の
影
響
力
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
二
ヵ
月
に
満
た
な
い
時

間
で
分
会
三
四
、
支
会
五
四
、
工
作
隊
四
隊
を
設
立
し
た
。
県
・
市

政
府
に
属
す
る
も
の
は
一
六
、
軍
事
機
関
に
属
す
る
も
の
は
一
一
、

行
政
機
関
に
属
す
る
も
の
は
五
つ
、
学
校
に
属
す
る
も
の
は
二
つ

だ
っ
た
。
戦
地
で
あ
る
金
門
で
は
福
建
分
会
（
一
九
五
〇
年
五
月

二
一
日
設
立
）、
金
門
防
衛
司
令
部
分
会
（
一
九
五
〇
年
六
月
九
日
設

立
）、
怒
潮
分
会＊＊

＊

（
後
に
金
門
防
衛
司
令
部
分
会
に
編
入
）
と
金
門
防

衛
司
令
部
分
会
に
所
属
す
る
支
会
の
三
つ
が
設
立
さ
れ
た＊＊

＊

。
金
門
は

首
都
の
台
北
を
除
く
と
、
分
会
と
支
会
が
最
も
多
い
県
市
で
あ
り
、

戦
地
社
会
の
動
員
が
台
湾
本
島
と
比
べ
て
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
で
、
ま
た
金
門
の
各
分
会
の
主
任
委
員
に
は
当
時
の
金

門
防
衛
部
司
令
胡
璉
将
軍
の
夫
人
胡
曽
広
瑜
が
あ
た
っ
て
い
た
。

婦
聯
会
の
仕
事
の
重
点
は
、
主
に
軍
人
を
慰
労
し
、
遺
族
を
扶
養

し
、
軍
、
公
務
員
、
教
員
の
家
族
な
ど
特
定
の
社
会
集
団
の
世
話
を

す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
前
線
の
作
戦
が
必
要
と
す
る
も
の
に
適
合

さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
設
立
大
会
で
は
各
界
が
二
〇
条
の
提
案
を

決
議
し
、
そ
の
う
ち
一
一
条
以
上
は
仕
事
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

以
下
の
内
容
を
含
ん
で
い
た
。（
一
）
軍
服
縫
製
工
場
を
設
立
し
、

傷
兵
慰
問
隊
お
よ
び
出
征
遺
族
訪
問
隊
な
ど
が
反
共
反
ソ
に
利
を
も

た
ら
す
よ
う
求
め
る
。（
二
）
孤
児
院
を
広
く
設
立
す
る
。（
三
）
本

会
に
生
産
小
組
ひ
と
つ
を
設
立
し
、
常
に
軍
、
公
務
員
、
教
員
の
家

族
を
指
導
し
て
手
工
業
生
産
に
従
事
さ
せ
、
外
貨
を
獲
得
し
生
活
を

維
持
す
る
。（
四
）
各
地
に
散
在
す
る
生
活
能
力
の
な
い
軍
人
家
族

を
東
部
の
花
蓮
お
よ
び
台
東
の
二
県
に
移
住
開
墾
さ
せ
、
生
活
を
維

持
し
、
士
気
を
向
上
さ
せ
後
方
を
安
定
さ
せ
る
。（
五
）
士
気
を
奮

い
立
た
せ
、
将
兵
の
子
女
の
教
育
に
対
す
る
憂
慮
を
軽
減
す
る
た

め
、
入
学
費
用
の
免
除
と
出
征
兵
士
家
族
お
よ
び
遺
族
の
た
め
の
学

写真 8 蒋夫人（宋美齢）が自ら衣服を縫製
し軍人を慰労するという漫画（梁中銘「半週
新聞人物―蒋夫人親製衣褲労軍」、『中央日報』
1950 年 5 月 1 日第 9 面）

写
真
９　

金
山
民
防
大
隊
の
女
性
に
よ
る
軍

衣
の
縫
製
（『
正
気
中
華
日
報
』
一
九
六
三

年
六
月
二
五
日
第
四
面
）
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子
ど
も
の
世
話
を
し
、
家
事
労
働
を
負
担
す
る
以
外
に
、
国
家
の
政

治
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
て
別
の
男
性
の
一
群
―
―
前
線
を
防
衛
す
る

軍
人
―
―
の
世
話
を
し
て
、
国
家
に
対
す
る
忠
誠
を
示
さ
な
く
て
は

な
ら
な
く
な
っ
た
。
戦
地
の
〝
模
範
的
女
性
〟
の
意
識
形
態
は
、
一

種
の
父
権
体
制
の
下
で
の
新
し
い
圧
迫
で
あ
り
、
決
し
て
男
女
平
等

と
い
う
近
代
的
意
味
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、

金
門
の
女
性
が
直
面
し
た
の
は
普
通
の〝
二
重
の
責
任
〟で
は
な
く
、

家
族
、
軍
人
、
国
家
に
服
務
す
る
と
い
う
〝
三
重
の
責
任
〟
で
あ
っ

た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
女
性
た
ち
は
国
家
に
よ
っ
て
直
接
的
に
動

員
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

 

Ⅱ 

軍
事
動
員
と
身
体
的
な
教
化
を
受
け
た
戦
地
の
女
性

１ 

教
育
班
か
ら
民
間
防
衛
自
衛
隊
へ

　

 

―
―
女
性
の
軍
事
動
員

一
九
五
〇
年
代
初
め
、「
全
民
武
装
、
全
民
動
員
、
全
民
戦
闘
」

の
呼
び
か
け
の
下
、
金
門
の
住
民
は
性
別
、
年
齢
、
職
業
な
ど
に
応

じ
て
防
衛
戦
力
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
民
間
防
衛
体
系
の
実
施
の
前

に
、
女
性
の
動
員
は
す
で
に
始
ま
っ
て
お
り
、
ま
ず
女
性
教
育
班
と

い
う
名
義
で
、
識
字
教
育
と
救
護
訓
練
を
主
と
す
る
課
程
が
行
わ

れ
て
い
た
。
一
九
五
一
年
三
月
五
日
の
『
正
気
中
華
日
報
』
に
は
、

し
、
指
揮
官
は
依
然
と
し
て
県
長
が
兼
任
し
た
。
一
九
七
一
年
一
一

月
、国
防
部
は
再
び
「
民
防
指
揮
部
」
を
「
民
防
総
隊
」
に
改
め
た
。

一
九
七
三
年
、
台
湾
省
の
各
県
市
の
民
防
機
構
は
整
理
統
合
さ
れ
、

金
門
と
馬
祖
の
民
防
隊
だ
け
が
残
さ
れ
、
金
門
で
は
「
金
門
県
民
衆

自
衛
総
隊
」
に
改
め
ら
れ
、
部
隊
直
轄
と
な
っ
た＊＊

＊

。
郷
鎮
の
役
場
に

は
自
衛
大
隊
、
行
政
村
に
は
自
衛
中
隊
、
そ
し
て
〝
戦
闘
村＊＊

＊

〟
に
は

自
衛
区
隊
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
、
階
層
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
た
。

毎
年
八
日
間
の
訓
練
と
、
季
節
ご
と
の
訓
練
一
六
時
間
お
よ
び
必
要

な
専
門
の
訓
練
が
行
わ
れ
た
。
す
べ
て
の
訓
練
、
演
習
は
農
閑
期
や

漁
業
閑
期
を
利
用
し
て
行
わ
れ
、
生
産
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う

に
す
る
と
い
う
の
が
原
則
だ
っ
た＊＊

＊

。

民
間
防
衛
は
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
責
任
で
は
あ
る
が
、
女
性
の
地

位
は
や
は
り
特
別
な
も
の
だ
っ
た
。
伝
統
的
な
観
点
で
は
女
性
の
生

理
的
性
別
が
女
性
の
公
共
的
な
役
割
を
作
り
出
す
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
性
別
に
よ
る
役
割
分
担
は
、
国

家
に
よ
る
〝
自
然
化
〟
の
過
程
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
軍
事
統
治
の

過
程
で
想
像
、
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な

軍
事
編
成
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
一
九
五
八
年
、
婦
女
隊
が

一
八
～
三
五
歳
の
身
体
健
康
な
女
性
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
政
令
お

よ
び
規
約
の
宣
導
、
防
諜
、
慰
問
お
よ
び
負
傷
者
の
救
護
、
老
人
や

体
の
弱
い
者
の
扶
助
、
児
童
の
し
つ
け
、
軍
事
勤
務
の
補
助
な
ど
の

仕
事
を
し
た
。
予
備
隊
は
一
六
～
一
七
歳
の
若
い
女
性
に
よ
っ
て
組

織
さ
れ
、
見
張
り
、
検
査
、
防
諜
、
通
信
、
政
令
お
よ
び
規
約
の
宣

「
金
門
の
行
政
機
関
は
女
性
教
育
を
普
及
さ
せ
、
反
共
反
ソ
の
意
識

を
は
っ
き
り
さ
せ
、
軍
隊
に
あ
わ
せ
て
戦
時
の
任
務
を
担
当
さ
せ
て

お
り
、
最
近
は
区
を
単
位
と
し
て
各
区
の
中
心
の
学
校
の
中
に
婦
女

教
育
班
を
設
立
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
…
…
三
ヵ
月
を
一
期
と
し
、

一
八
歳
か
ら
四
五
歳
の
家
庭
の
女
性
を
一
律
に
参
加
さ
せ
、
…
…
そ

の
主
な
課
目
は
識
字
教
育
と
救
護
訓
練
の
二
種
類
で
あ
る＊＊

＊

」。
理
由

な
く
欠
席
し
た
者
は
罰
金
を
科
さ
れ
、
ま
た
「
期
間
中
は
、
一
月
ご

と
に
一
度
試
験
を
さ
れ
」、
訓
練
は
厳
格
で
、
特
殊
な
事
情
が
な
い

か
ぎ
り
、
一
八
～
四
五
歳
の
女
性
は
全
員
参
加
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た＊＊

＊

。

基
本
的
に
、
教
育
訓
練
班
の
目
的
は
軍
事
動
員
に
あ
り
、
教
育
啓

蒙
と
い
う
近
代
的
な
意
義
は
な
か
っ
た
。
最
初
に
婦
女
隊
を
組
織
し

た
際
、「
言
葉
が
通
じ
ず
、
風
俗
が
異
な
り
、
困
難
が
非
常
に
多
か
っ

た＊＊
＊

」
た
め
に
、
識
字
教
育
を
し
て
動
員
が
十
分
に
で
き
な
い
と
い
う

問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
。
救
護
訓
練
は
女
性
が
戦
争
で
負
傷
兵

や
怪
我
人
を
救
護
す
る
こ
と
に
協
力
で
き
る
よ
う
に
期
待
さ
れ
た
。

教
育
班
で
は
反
共
の
読
み
物
を
読
み
、
女
性
に
政
治
意
識
を
教
え
込

む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
五
三
年
か
ら
、
軍
は
金
門
県
民
防
指
揮
所
を
設
立
し
、
住
民

の
軍
事
編
成
を
拡
大
し
、
治
安
の
維
持
に
協
力
さ
せ
、
軍
事
作
戦
を

支
援
さ
せ
た
。
一
九
五
七
年
一
二
月
、
国
防
部
は
『
金
馬
地
区
各
県

民
防
総
隊
編
組
辦
法
』
を
公
布
し
、
翌
年
四
月
に
は
「
民
防
総
隊
」

を
編
成
し
た
。
一
九
六
七
年
五
月
に
は
、「
民
防
指
揮
部
」
に
改
称

伝
な
ど
の
任
務
に
協
力
し
た
。
一
九
六
七
年
の
民
防
指
揮
部
の
組
織

で
は
、
一
七
～
三
五
歳
の
女
性
が
婦
女
分
隊
に
編
入
さ
れ
、
救
護
処

理
と
政
治
戦
、
心
理
戦
の
宣
伝
の
呼
び
か
け
の
任
務
を
担
当
し
た
。

一
二
～
一
七
歳
と
三
六
～
五
五
歳
の
女
性
は
予
備
分
隊
に
編
成
さ

れ
、
人
員
の
避
難
、
検
査
、
防
諜
、
通
信
、
政
令
の
宣
伝
な
ど
の
任

務
に
協
力
し
た
。
一
九
六
八
年
に
戦
闘
村
が
設
け
ら
れ
る
と
、
村
の

一
六
～
三
五
歳
の
未
婚
の
女
性
住
民
は
守
備
隊
を
編
成
し
、
村
の
自

衛
戦
闘
と
反
降
下
作
戦
、
軍
事
勤
労
支
援
、
捕
虜
の
監
視
な
ど
の
任

務
を
担
当
し
た
。
一
八
～
四
五
歳
の
既
婚
女
性
は
勤
務
隊
に
編
入
さ

れ
、
戦
闘
中
の
心
理
戦
に
よ
る
宣
伝
呼
び
か
け
、
文
章
宣
伝
、
負
傷

者
救
護
な
ど
の
任
務
を
担
当
し
た
。
一
二
～
一
五
歳
の
若
い
女
性
は

幼
獅
隊
に
編
入
さ
れ
、
戦
闘
中
の
検
査
、
巡
回
、
交
通
管
制
、
伝
令

な
ど
の
任
務
を
担
当
し
た
。
そ
の
他
の
老
人
や
身
体
の
弱
い
者
や
子

ど
も
は
、
疎
散
隊
に
編
入
さ
れ
、
戦
闘
が
発
生
し
た
時
に
人
々
を
引

導
し
て
避
難
さ
せ
た＊＊

＊

。
ま
た
反
共
意
識
の
植
え
付
け
、
機
密
保
持
、

防
諜
、
指
導
者
へ
の
忠
誠
等
の
政
治
教
育
を
行
っ
た
。

戦
地
政
務
時
期
の
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
闘
志
を
高
揚
さ
せ
、
整
然
画

一
と
し
、
規
律
が
厳
格
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
再
現
さ
れ
た
。
彼
女

た
ち
の
大
部
分
の
訓
練
課
程
は
男
性
の
自
衛
隊
員
と
違
い
は
な
く
、

国
家
の
祭
典
や
外
賓
の
訪
問
の
際
に
も
、
女
性
自
衛
隊
が
銃
器
訓
練

や
行
進
儀
式
を
披
露
し
た
。
一
九
七
二
年
九
月
三
日
の
軍
人
節
で

は
、
男
女
の
自
衛
隊
が
初
め
て
台
湾
に
赴
き
国
軍
運
動
大
会
で
銃
を

持
っ
た
行
進
に
参
加
し
、
一
〇
月
に
は
再
び
建
国
記
念
の
行
進
に
参
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加
し
た
。
翌
年
の
軍
人
節
で
は
、
三
百
人
の
女
性
自
衛
隊
員
が
単
独

で
銃
を
担
い
で
行
進
し
た
。
一
九
七
四
～
一
九
七
八
年
の
間
、
建
国

記
念
の
閲
兵
儀
式
に
、
毎
年
二
五
六
～
四
百
人
の
男
女
の
隊
員
が
派

遣
さ
れ
た
。
彼
ら
は
厳
格
な
訓
練
を
つ
ん
で
、
台
湾
に
赴
い
て
建
国

記
念
式
典
に
参
加
し
、「
陣
容
も
壮
大
で
、士
気
が
高
揚
し
た
た
め
、

各
級
の
長
官
お
よ
び
内
外
の
来
賓
の
賞
賛
を
深
く
得
た＊＊

＊

」。
女
性
自

衛
隊
員
の
選
抜
に
は
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
、
外
見
が
端
正
で
、
身

長
一
五
八
セ
ン
チ
以
上
の
者
が
選
ば
れ
た
。
当
時
、
全
国
の
テ
レ
ビ

番
組
の
放
送
を
通
じ
て
、
金
門
の
女
性
自
衛
隊
員
の
軍
事
化
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
は
、
広
く
国
民
に
知
ら
れ
、〝
戦
地
金
門
の
精
神
〟
を
再

現
す
る
の
み
な
ら
ず
、強
大
な
〝
自
由
中
国
〟
の
象
徴
と
も
な
っ
た
。

毎
年
行
わ
れ
る
女
性
自
衛
隊
の
建
国
記
念
行
進
で
の
実
演
は
、
愛
国

主
義
を
促
進
す
る
一
種
の
文
化
儀
式
に
な
っ
た
（
写
真
10
～
19
）。

２ 

動
員
さ
れ
た
女
性

　

 

―
―
抵
抗
、
離
散
、
順
応
、
帰
属
意
識
形
成
の
経
験

し
か
し
、
女
性
の
軍
事
動
員
に
は
、
当
局
の
論
理
と
政
策
に
少
な

く
と
も
二
つ
の
矛
盾
が
存
在
し
た
。

第
一
に
、
理
論
的
に
は
、
民
防
隊
は
自
発
的
な
民
兵
で
あ
り
、
国

家
が
任
務
を
与
え
て
派
遣
す
る
も
で
は
な
い
。
当
時
、
国
家
は
〝
国

難
に
共
に
立
ち
向
か
う
〟
と
い
う
こ
と
を
政
治
宣
伝
し
て
お
り
、
全

国
民
の
民
防
隊
へ
の
支
持
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
金
門
の
民
間
防
衛
訓
練
は
強
迫
的
な
義
務
で
あ

り
、
心
身
が
任
務
に
堪
え
な
い
、
在
学
中
の
学
生
で
あ
る
、
妊
娠
し

て
い
る
、
乳
児
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
の
特
殊
な
事

情
が
な
け
れ
ば
、
女
性
た
ち
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た＊＊

＊

。
さ

ら
に
ひ
ど
い
の
は
、
一
種
の
強
迫
的
な
義
務
で
あ
る
の
に
、
住
民
が

訓
練
を
受
け
る
過
程
で
の
基
本
的
な
権
利
の
保
障
を
軍
は
回
避
し
、

彼
ら
に
自
分
で
駐
屯
地
に
行
く
よ
う
要
求
し
、
昼
食
も
提
供
せ
ず
、

自
費
で
制
服
を
作
ら
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
地
位
、
権
利
が
正
規
の
軍

人
に
及
ば
な
い
差
別
的
な
待
遇
を
受
け
た
民
防
隊
員
は
自
ら
を
嘲
笑

し
て
「
八
〇
五
部
隊
」
と
呼
ん
だ＊＊

＊

。

第
二
に
、
国
家
は
「
全
民
武
装
、
全
民
動
員
、
全
民
戦
闘
」
を
呼

び
か
け
て
い
た
が
、
実
際
は
依
然
と
し
て
〝
自
然
化
〟
さ
れ
た
ジ
ェ

写真 18 建国記念行進に参加する自衛隊（『正
気中華日報』1972 年 10 月 16 日第 2 面）

写真 19 九三軍人節の行進に参加する金門の
女性自衛隊（『正気中華日報』1973 年 9 月
11 日第 2 面）

写真 10 幼稚園教師の射撃訓練（『正気
中華日報』1965 年 7 月 4 日第 2 面）

写真 11 金城鎮の民防婦女中隊（『正気
中華日報』1963 年 10 月 10 日第 4 面）

写真 12 1970 年代の心理戦における宣伝呼
びかけ訓練（金門県政府「胡蓮将軍珍蔵文物、
写真類」編集番号 E075）

写真 13 1980 年代初期の銃器訓練（翁沂杰
提供）

写真 14 救護課程の訓練（『正気中華日報』
1964 年 3 月 28 日第 4 面）

写真 15 烈嶼駐留軍が婦女隊に救護技術指導
（『正気中華日報』1968 年 9 月 5 日第 2 面）

写真 16 婦女隊の歩調練習（『金門日報』
1969 年 3 月 14 日第 2 面）

写真 17 金城の民防隊員（『正気中華日報』
1968 年 12 月 2 日第 2 面）
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責
さ
れ
た
り
、
罰
金
を
科
さ
れ
た
り
す
る
者
も
お
り
、
心
身
の
抑
圧

も
小
さ
く
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
彼
女
た
ち
は
自
己
順

応
し
て
圧
力
を
軽
減
す
る
こ
と
を
学
ぶ
し
か
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば

初
期
の
教
官
の
多
く
は
中
国
大
陸
の
各
省
か
ら
や
っ
て
き
て
お
り
、

訓
練
を
受
け
る
者
は
往
々
に
し
て
彼
ら
の
話
す
方
言
交
じ
り
の
国
語

（
普
通
話
）
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
も
し
す
べ

き
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
に
は
、
言
い
訳
を
し
て
何
も
し
な
い
こ

と
に
も
な
っ
た
。
筆
記
試
験
の
時
に
は
、
字
の
わ
か
ら
な
い
女
性
は

カ
ン
ニ
ン
グ
す
る
し
か
な
く
、
別
人
の
回
答
を
写
し
、
み
ん
な
も
互

い
に
協
力
し
た
。
女
性
の
中
に
は
、
演
習
は
模
擬
に
す
ぎ
ず
、
戦
争

に
な
っ
た
ら
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
防
衛
訓
練
は
ま
っ
た
く
役
に
は
立

た
な
い
の
だ
か
ら
、
普
段
の
訓
練
は
適
当
に
や
っ
て
、
ま
じ
め
に
や

る
必
要
は
な
い
と
思
う
者
も
い
た
。
こ
れ
ら
は
女
性
が
家
事
労
働
と

民
間
防
衛
訓
練
の
間
で
直
面
し
て
い
た
、
役
割
、
時
間
配
分
、
体
力

負
担
等
の
面
で
の
板
ば
さ
み
状
態
（dilem

m
a

）
を
反
映
し
て
お
り
、

基
層
庶
民
が
採
っ
た
「
上
に
政
策
あ
れ
ば
、
下
に
対
策
あ
り
」
と
い

う
社
会
順
応
の
集
団
心
理
を
も
現
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
金
門
防
衛
司
令
部
と
民
防
自
衛
隊
総
隊
に
と
っ
て
は
、

一
九
七
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
男
女
の
隊
員
の
建
国
記
念
閲
兵
式
へ
の

派
遣
が
重
大
な
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
、
婦
女
隊
は
毎
年
八
月
初
め
に

金
湖
の
「
第
二
士
校
」
に
集
ま
り
、
士
官
と
同
様
の
厳
格
な
集
中
訓

練
を
受
け
、
そ
の
過
程
で
体
力
の
及
ば
な
い
者
や
成
績
の
及
ば
な
い

者
を
淘
汰
し
た
。
訓
練
が
終
わ
る
と
、
一
〇
月
初
め
に
軍
用
運
輸
艦

で
高
雄
に
行
き
、
さ
ら
に
北
上
し
て
台
北
に
行
っ
て
閲
兵
に
参
加
し

た
。
入
選
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
過
程
は
非
常
に
苦
し
く
、
多
か
れ

少
な
か
れ
抵
抗
す
る
心
理
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
特
殊
な
社
会
集

団
と
し
て
特
殊
な
文
化
儀
式
に
参
加
し
、
特
殊
な
権
益
を
亨
授
す
る

こ
と
で
、
入
選
者
は
往
々
に
し
て
排
斥
、
抵
抗
の
心
理
か
ら
転
じ
て

一
種
の
光
栄
感
、
帰
属
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
女
性
の
中
に
は

数
年
間
連
続
で
自
主
的
に
参
加
す
る
者
も
い
た
。

こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
は
多
く
の
結
果
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
、
閲
兵
に
選
ば
れ
た
婦
女
隊
は
、
外
形
的
に
は
一

定
の
基
準
が
あ
っ
た
。
厳
格
な
訓
練
を
終
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
絶
対

に
個
人
に
と
っ
て
肯
定
的
な
こ
と
で
あ
り
、
栄
誉
で
も
あ
っ
た
。
し

か
も
金
門
を
代
表
し
て
全
国
の
注
目
が
集
ま
る
舞
台
で
演
じ
る
こ
と

は
、
国
家
が
作
る
愛
国
的
、
規
律
的
戦
地
精
神
の
再
現
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
建
国
記
念
閲
兵
の
集
中
訓
練
で
は
、
一
般
の
民
防
婦
女
隊

の
訓
練
と
は
異
な
り
、
軍
が
二
ヵ
月
の
給
料
を
支
給
し
た
が
、
そ
の

待
遇
は
当
時
の
一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
よ
り
も
よ
か
っ
た
。
活
動
が

終
わ
る
と
、
一
〇
日
の
休
暇
が
あ
り
、
台
北
で
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

当
時
、
容
易
に
台
湾
本
島
に
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
女
性
に
と
っ
て

は
、こ
れ
こ
そ
一
種
の
特
権
だ
っ
た
。
多
く
の
成
績
良
好
な
隊
員
は
、

軍
の
奨
励
の
下
「
女
青
年
工
作
大
隊
」「
政
戦
隊
」
な
ど
の
軍
職
に

出
願
し
て
、
さ
ら
に
保
障
の
あ
る
仕
事
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
た
め
、
建
国
記
念
閲
兵
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
軍
事
教
化
の

一
方
的
な
過
程
と
い
う
よ
り
は
、
特
殊
な
歴
史
が
生
み
出
し
た
多
方

ン
ダ
ー
分
類
意
識
（a naturalized classification of gender

）
が

あ
り
、
女
性
の
軍
事
的
な
任
務
は
男
性
と
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
年
齢
以
外
に
も
、
既
婚
、
未
婚
の
違
い
が
軍
事
編
成
上
の
分

類
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
は
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
た＊＊

＊

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
分
類
は
地
方
社
会
の
反
発
を
避
け
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
既
婚
女
性
は
家
事
労
働
で
の
役
割

が
す
で
に
大
き
く
、
も
し
同
じ
よ
う
な
軍
事
任
務
を
与
え
た
ら
、
必

ず
家
庭
の
日
常
生
活
の
運
営
に
支
障
を
き
た
し
て
し
ま
う
。
こ
の
た

め
、〝
性
別
を
分
け
な
い
〟
と
い
う
全
民
動
員
の
理
論
は
た
だ
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
す
ぎ
ず
、
軍
事
化
の
過
程
で
国
家
は
性
別
分
類
の
操
作

に
介
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
理
論
と
政
策
上
の
矛
盾
は
、
女
性
に
軍
事
動
員
に
抵
抗

す
る
機
会
と
空
間
を
提
供
し
た
。
呂
静
怡
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ

る
と
、
一
九
七
〇
年
代
以
前
、
金
門
の
女
性
は
妊
娠
六
ヵ
月
に
な
っ

て
か
ら
よ
う
や
く
「
訓
練
」
の
免
除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
婚
姻
状
態
に
あ
れ
ば
「
訓
練
」
に
参
加
し
な

く
て
も
よ
く
な
っ
た＊＊

＊

。
そ
の
た
め
、
早
く
結
婚
し
て
な
る
べ
く
早
く

妊
娠
す
る
こ
と
が
女
性
が
軍
事
訓
練
か
ら
逃
れ
る
方
法
の
ひ
と
つ
と

な
っ
た
。

乳
児
を
養
子
に
す
る
の
も
訓
練
か
ら
逃
れ
る
方
法
の
ひ
と
つ
だ
っ

た
。
規
定
で
は
、
五
歳
以
下
あ
る
い
は
七
歳
以
下
の
子
ど
も
三
人
を

育
て
て
い
る
母
親
は
編
入
さ
れ
な
く
て
も
す
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
養

子
の
名
目
で
親
戚
友
人
に
乳
児
を
借
り
て
き
て
戸
籍
に
登
録
し
、
訓

練
免
除
の
条
件
に
合
わ
せ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
ほ
か

に
、
も
し
台
湾
に
行
っ
て
仕
事
を
す
る
申
請
を
し
て
許
可
を
得
ら
れ

れ
ば
、
軍
事
訓
練
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
、
民
間
防
衛
訓

練
は
多
く
が
旧
正
月
前
に
行
わ
れ
た
た
め
、
台
湾
で
仕
事
を
す
る
女

性
は
家
に
帰
っ
て
年
越
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
民
間
防
衛
の
義
務
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

だ
。
家
族
が
病
気
に
な
っ
た
り
死
亡
し
て
よ
う
や
く
、
彼
女
た
ち
は

故
郷
に
帰
り
、
家
族
の
世
話
を
し
た
り
葬
儀
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
。
平
時
、
女
性
は
月
経
が
来
た
こ
と
を
理
由
に
、
数
日
間
一

時
的
に
軍
事
課
程
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
戦
地
社
会
の
軍
事

動
員
制
度
は
一
部
の
女
性
の
婚
姻
、
妊
娠
な
ど
の
生
命
周
期
に
影
響

を
与
え
、
あ
る
い
は
家
族
編
成
を
変
え
、
ま
た
同
じ
国
に
い
る
の
に

家
が
あ
っ
て
も
帰
れ
な
い
と
い
う
特
殊
な
離
散
経
験
を
も
た
ら
し

た
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
は
国
家
が
用
い
る
も

の
だ
け
で
は
な
く
、
反
対
に
女
性
が
国
家
の
政
策
に
抵
抗
す
る
策
略

手
段
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

女
性
が
軍
事
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
往
々
に
し
て
家
事

労
働
と
の
間
で
摩
擦
を
お
こ
す
と
こ
ろ
に
な
り
、
彼
女
た
ち
の
負
担

を
増
大
さ
せ
た
。
訓
練
期
間
中
、彼
女
た
ち
は
睡
眠
時
間
を
短
縮
し
、

朝
四
～
五
時
に
起
き
て
急
い
で
家
事
を
行
い
、
あ
る
い
は
農
作
業
や

海
で
の
牡
蠣
採
り
、
家
畜
の
飼
育
な
ど
を
し
て
か
ら
、
八
時
の
集
合

時
間
に
駆
け
つ
け
た
。
女
性
の
中
に
は
体
力
が
十
分
で
は
な
く
、
あ

る
い
は
家
事
を
気
に
か
け
て
、
訓
練
の
過
程
で
成
績
が
よ
く
な
く
叱
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あ
る
が
、
追
究
す
る
価
値
の
あ
る
部
分
で
あ
る
。

３ 

訓
練
と
懲
罰
―
―
女
性
の
身
体
美
学
の
議
題
の
公
共
化

一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
、
軍
は
〝
改
良
風
俗
〟
の
名
の
下
に
女
性

の
身
体
の
装
い
に
関
す
る
各
種
の
規
範
お
よ
び
罰
則
を
制
定
し
た
。

ま
ず
、
一
九
五
一
年
三
月
、
全
島
の
女
子
小
中
学
生
に
「
パ
ー
マ
、

化
粧
を
禁
止
す
る
、
今
後
も
し
女
子
学
生
が
規
定
に
違
反
し
た
ら
、

各
校
の
校
長
を
管
理
不
行
き
届
き
と
し
て
処
分
す
る
」
と
い
う
通
令

を
出
し
た＊＊

＊

。
同
年
五
月
に
は
一
般
の
社
会
に
お
け
る
女
性
管
理
の
領

域
を
さ
ら
に
拡
大
し
以
下
の
指
示
を
出
し
た
。「
金
門
警
察
所
は
上

級
長
官
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
。
金
門
地
区
は
前
線
で
あ
り
、
一
切

は
戦
時
の
要
求
に
合
わ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
女
性
の
パ
ー

マ
を
厳
禁
し
、
も
し
違
反
す
る
者
が
い
れ
ば
、
警
察
が
一
律
に
追
及

す
る
。
本
島
の
女
性
は
自
ら
身
を
慎
み
、
法
の
網
か
ら
逃
れ
よ
う
と

し
な
い
よ
う
に＊＊

＊

」。
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
る
豊

か
な
華
僑
送
金
に
基
づ
く
経
済
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
金
門
人
の
物

質
的
な
生
活
水
準
は
、
閩
南
地
区
で
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
り
、
彼

ら
は
海
外
の
物
質
文
化
と
も
広
く
接
触
し
て
い
た
。
一
九
四
九
年
に

戦
地
に
な
っ
て
か
ら
は
、
民
間
の
贅
沢
な
風
習
を
な
く
し
、
戦
地
の

困
難
克
服
の
精
神
を
実
践
す
る
と
い
う
理
由
で
、
女
性
の
日
常
的
な

装
い
は
非
法
行
為
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
の
取
締
り
と

処
罰
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
六
一
年
、
軍
は
女
性
の
髪
型
を
改
良
し
よ
う
と
し
た
が
、
違

反
者
は
処
罰
す
る
の
で
は
な
く
勧
告
を
与
え
る
と
い
う
形
式
に
変

え
た
。「
司
令
官
は
本
県
の
民
俗
を
整
え
、
女
性
の
髪
形
を
改
良
す

る
た
め
に
、
金
門
県
委
員
会
婦
工
組
に
全
県
の
奇
妙
な
髪
型
の
女
性

を
調
査
さ
せ
、
も
し
頭
髪
が
長
す
ぎ
た
り
髪
型
が
奇
妙
な
者
が
い
れ

ば
、
一
律
に
登
記
し
て
改
正
す
る
よ
う
に
勧
告
す
る＊＊

＊

」
と
し
て
全
面

的
に
金
門
の
女
性
の
髪
形
を
調
査
し
て
〝
改
正
〟
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
が
合
法
／
非
合
法
の
区
別
を
放
棄
し
て
、

一
種
の
正
常
／
異
常
の
二
分
法
で
女
性
の
身
体
美
学
を
取
り
扱
い
、

さ
ら
に
教
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
改
造
過
程
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
。

国
家
、
統
治
術
と
身
体
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
理
論
は
、
欧
州
の

学
者
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
（Louis A

lthusser

）
と
ミ
シ
ェ

ル
・
フ
ー
コ
ー
（M

ichel Foucault

）
に
よ
り
多
く
の
啓
発
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
前
者
は
国
家
の
も
つ
機
械
生

産
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
一
種
の
内
在
化
さ
れ
た
眼
差
し
で
あ
り
、

身
体
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（body-snatching

）
と
そ
れ
へ

の
召
喚
（interpellation

）
を
通
じ
て
、
統
治
階
級
の
利
益
に
迎

合
さ
せ
、
さ
ら
に
個
人
を
特
定
の
主
体
に
さ
せ
る
と
指
摘
し
て
い

る＊＊
＊

。
後
者
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
眼
差
し
の
権
力
性
と
い
う
観
念
を

広
げ
て
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
が
設
計
し
た
〝
全
体
を
見
渡

せ
る
〟（the panoption

）
監
獄
を
分
析
し
、
普
遍
化
、
規
範
化
、

論
理
化
さ
れ
た
教
化
権
力
技
術
の
体
現
で
あ
る
、
国
家
の
統
治
術

向
的
で
複
雑
な
社
会
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
過
程
だ
っ

た
。一

九
五
八
年
の
『
正
気
中
華
日
報
』
の
文
芸
欄
に
、「
無
尽
年
華

―
―
一
個
婦
女
隊
員
的
日
記
」
と
い
う
長
編
の
連
載
が
載
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
一
人
の
若
い
女
性
が
婦
女
隊
の
訓
練
を
受
け
た
心
理
的
過

程
が
表
さ
れ
て
い
た＊＊

＊

。
こ
の
呉
華
と
い
う
金
門
の
少
女
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
中
学
校
を
卒
業
後
、
家
で
農
作
業
を
手
伝
い
、
小

さ
い
時
か
ら
村
の
お
姉
さ
ん
た
ち
が
婦
女
隊
に
参
加
し
て
い
る
の
を

見
て
、
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
。
一
六
歳
に
な
り
法
定
年
齢
に
達
す
る

と
、
彼
女
は
婦
女
隊
に
加
入
し
て
学
習
と
訓
練
を
受
け
、
女
性
の
独

立
自
主
と
愛
国
敬
軍
の
重
要
性
を
認
識
し
た
。
彼
女
は
ま
じ
め
に
参

加
し
た
が
、
か
え
っ
て
父
親
か
ら
叱
責
さ
れ
た
。「
一
七
、
八
の
娘

が
兵
隊
と
一
緒
に
い
る
な
ど
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
。
し
か
も
我

が
家
に
は
大
き
な
子
ど
も
は
一
人
し
か
い
な
い
の
に
、
家
の
仕
事
は

誰
が
手
伝
う
と
い
う
の
か
？＊＊

＊

」。
し
か
し
、
す
で
に
〝
近
代
〟
女
性

の
意
識
を
備
え
て
い
た
彼
女
は
、
婦
女
隊
の
各
種
の
活
動
に
参
加
し

て
伝
統
的
な
束
縛
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
、
父
親
に
ひ
ど
く
殴
ら
れ
て

も
そ
の
意
志
を
変
え
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
女
の
成
績
は
良
好

だ
っ
た
た
め
に
婦
女
隊
の
幹
事
に
選
ば
れ
た
。
物
語
の
最
後
に
は
、

彼
女
が
従
軍
し
て
国
に
報
い
る
こ
と
を
決
め
、
女
青
年
工
作
大
隊
に

出
願
し
、
つ
い
に
父
親
を
感
動
さ
せ
許
し
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
っ
た
。
日
記
の
中
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
最
後
は
〝
忠
孝
両
全
〟

を
手
に
入
れ
た
。
こ
れ
は
軍
が
公
開
し
た
（
あ
る
い
は
虚
構
の
）
文

章
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
分
析
の
価
値
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
は

意
外
に
も
ひ
と
つ
の
事
実
―
―
地
方
社
会
は
女
性
が
民
間
防
衛
訓
練

に
参
加
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
お
り
、
愛
国
主
義
に
よ
っ
て
人
民
を

教
化
し
て
、
彼
ら
に
国
家
の
政
策
を
支
持
す
る
よ
う
に
転
化
し
た
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
暴
い
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
婦
女
隊
の
訓

練
課
程
が
一
種
の
啓
蒙
的
近
代
化
の
過
程
で
あ
っ
て
、
自
分
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
社
会
軍
事
化
の

正
当
性
を
強
化
す
る
口
実
に
な
っ
て
い
る
。
三
つ
目
に
、
物
語
を
整

理
す
る
と
、
軍
事
政
権
は
血
縁
の
あ
る
父
親
よ
り
も
さ
ら
に
信
用
に

値
し
、
国
家
の
家
父
長
的
な
指
導
（paternalistic leadership

）
を

心
に
刻
め
ば
さ
ら
に
よ
い
前
途
が
開
け
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
軍
事
統
治
の
権
威
主
義
的
体
制
下
に
お
い
て
は
、
地
方

社
会
が
こ
れ
ら
の
制
度
的
な
国
家
的
暴
力
に
対
抗
す
る
策
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
操
作
に
よ
り
、
女
性

は
合
法
的
に
軍
事
的
任
務
を
拒
否
し
、
自
主
的
な
空
間
を
守
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
の
部
分
は
ま
さ
に
男
性
に
は
欠
如
し
て
い
た
も
の

だ
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
は
ま
た
、
国
家
と
地
方
社
会
の
間
の
支

配
／
反
支
配
の
競
い
合
う
場
（contested space

）
で
あ
る
が
、
長

期
に
わ
た
る
訓
練
の
集
団
的
記
憶
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
一
部
の
婦
女

隊
お
よ
び
金
馬
自
衛
隊
に
参
加
し
た
女
性
に
は
一
種
の
特
殊
な
、
社

会
集
団
と
し
て
の
意
識
と
光
栄
感
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
種
の
戦
地

女
性
の
複
雑
な
抵
抗
、離
散
、順
応
、帰
属
意
識
形
成
の
経
験
は
、〝
軍

民
同
心
〟
と
い
う
国
家
の
論
理
の
下
で
は
隠
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で



106107 国家、地方社会とジェンダー政策

―
―
福
建
省
の
莆
田
の
外
海
の
大
坵
お
よ
び
小
坵
の
二
つ
小
島
に
位

置
す
る
―
―
ま
で
も
カ
バ
ー
し
て
い
た
。
一
九
六
六
年
か
ら
人
口
数

と
性
別
の
割
合
の
他
に
、
職
業
、
兵
役
年
齢
の
男
女
、
学
齢
児
童
、

華
僑
お
よ
び
華
僑
家
族
の
人
数
調
査
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

人
口
統
計
か
ら
見
る
と
、
一
九
六
六
年
以
降
は
ゆ
っ
く
り
と
増
加

し
、
五
万
六
八
四
二
人
か
ら
、
一
九
七
二
年
に
は
六
万
一
九
七
六
人

に
増
加
し
て
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
そ
の
後
、
青
年
学
生
の
就
学
、
農

村
の
余
剰
労
働
力
の
就
業
等
で
、
台
湾
本
島
へ
の
人
口
の
流
出
現
象

が
見
ら
れ
た
。
一
九
九
二
年
の
戦
地
政
務
解
除
の
前
夜
、
金
門
の
人

口
は
一
九
五
六
年
の
総
数
に
は
及
ば
ず
、
社
会
発
展
の
停
滞
が
顕
著

に
な
っ
て
い
た
（
表
２
）。

数
字
か
ら
見
る
と
、
金
門
の
性
別
比
率
は
一
般
の
台
湾
本
島
の
非

都
市
部
と
比
べ
て
顕
著
な
相
異
は
な
い
。
し
か
し
、
常
駐
す
る
軍
人

の
数
を
加
え
る
と
、
性
別
比
率
の
不
均
衡
問
題
が
は
っ
き
り
と
現
れ

る
。
一
九
五
〇
年
当
時
を
例
に
す
る
と
、
金
門
の
兵
力
配
置
は
二
二

兵
団
司
令
李
良
栄
の
部
隊
が
主
力
で
、
金
東
、
金
西
、
烈
嶼
の
三

つ
の
防
区
に
分
か
れ
て
お
り
、「
陸
軍
約
八
万
人
余
り
、
海
軍
艦
艇

九
隻
、
空
軍
機
が
の
べ
二
百
機
余
り＊＊

＊

」
と
い
う
陣
容
だ
っ
た
。
こ
の

八
万
の
部
隊
を
住
民
の
人
数
に
加
え
る
と
、
男
性
比
率
は
総
定
住
人

口
の
八
割
を
超
え
た
。

米
国
の
国
立
公
文
書
館
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
）
に
は
一
九
五
四
年
の
Ｃ
Ｉ

Ａ
（Central Intelligence A

gency

）
の
金
門
、
馬
祖
に
関
す
る

文
書
が
あ
り
、
当
時
の
軍
隊
は
四
万
二
一
〇
〇
人
、
ゲ
リ
ラ
部
隊
は

（governm
entality

）
の
運
用
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
教
化
と
懲
罰

が
論
理
化
さ
れ
た
暴
力
の
抑
圧
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

さ
ら
に
相
当
に
複
雑
な
社
会
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
暴
い
た
。

こ
の
種
の
統
治
術
は
監
獄
で
用
い
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
工
場
、
学

校
、
軍
営
、
病
院
、
ス
ラ
ム
な
ど
を
含
む
社
会
の
各
方
面
に
拡
大
さ

れ
て
い
る＊＊

＊

。

こ
れ
ら
の
理
論
を
援
用
す
る
と
、
我
々
は
軍
事
近
代
化
の
過
程

で
、
国
家
が
や
や
も
す
れ
ば
贅
沢
を
抑
制
し
、
風
俗
を
改
良
す
る
と

い
う
〝
進
歩
〟
の
理
論
で
女
性
の
身
体
を
「
見
つ
め
」、
ま
た
規
範

を
制
定
し
て
彼
ら
を
改
造
し
て
き
た
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
こ
の

種
の
統
治
術
の
確
立
は
、
一
方
で
は
地
方
社
会
を
軍
隊
と
同
じ
と
見

な
し
、
固
体
の
差
異
を
消
し
て
国
家
に
支
配
さ
れ
る
全
体
を
構
築
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
た
め
女
性
の
身
体
美
学
は
伝

統
的
な
私
的
領
域
か
ら
公
共
の
議
題
へ
と
変
化
し
、
ま
た
教
化
と
懲

罰
の
二
重
の
モ
デ
ル
で
、
国
家
が
到
る
所
に
存
在
す
る
と
い
う
ミ
ク

ロ
権
力
（m

icro-pow
er

）
を
拡
げ
て
い
っ
た
。
も
う
一
方
で
は
外

か
ら
の
眼
差
し
を
個
人
の
内
在
的
な
自
己
監
視
に
転
化
さ
せ
、
戦
地

社
会
の
日
常
生
活
に
適
合
す
る
枠
組
み
を
築
き
、
ま
た
懲
罰
を
利
用

し
て
女
性
に
自
発
的
に
規
則
を
遵
守
さ
せ
た
。
こ
の
た
め
身
体
の
教

化
自
身
は
目
的
で
は
な
く
、
国
家
の
意
図
は
権
威
に
服
従
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
な
教
化
を
形
成
し
、
そ
の
統
治
の
有
効
性
を
遂
行
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
女
性
の
身
体
美
学
の
議
題
の
公
共
化
は
、
国
家
権

力
が
日
常
生
活
の
領
域
に
介
入
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
例
証
で
も
あ
っ

た
。し

か
し
、
こ
の
種
の
個
人
の
身
体
に
関
す
る
ミ
ク
ロ
的
な
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
長
期
間
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
九
五
〇
～
六
〇

年
代
と
比
べ
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
金
門
の
世
帯
所
得
は
安
定
し
た

軍
人
消
費
の
市
場
経
済
の
も
と
に
成
長
し
、
軍
事
的
な
対
峙
と
い
う

緊
張
し
た
雰
囲
気
も
ま
た
次
第
に
低
下
し
た
。
社
会
の
ム
ー
ド
も
相

対
的
に
開
放
的
に
な
り
、
前
述
の
身
体
美
学
の
教
化
は
だ
ん
だ
ん
と

貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
婦
女
隊
の
訓
練
期
間
の
み
に

な
っ
た
。
新
聞
上
の
広
告
に
は
女
性
消
費
者
の
た
め
の
染
髪
剤
や
美

容
院
の
広
告
が
載
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
市
場
経
済
が
国
家
の

政
策
を
緩
め
、
つ
い
に
こ
れ
に
放
棄
を
迫
る
過
程
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
女
性
は
そ
の
身
体
的
自
主
権
を
回
復
す
る
自
由
を
得
て
、
美

し
い
外
観
の
追
求
は
も
は
や
非
道
徳
な
こ
と
で
も
、
ま
し
て
や
非
法

な
こ
と
で
も
な
く
な
っ
た
。

Ⅲ 

人
心
を
慰
め
、
欲
情
の
対
象
と
な
る

　
 

柔
美
な
女
性

１ 
戦
地
社
会
の
人
口
の
性
別
構
造
お
よ
び
そ
の
課
題

一
九
五
六
年
、
金
門
が
戦
地
に
な
っ
て
か
ら
最
初
の
人
口
調
査
が

行
わ
れ
、
そ
の
後
、
五
年
ご
と
に
一
回
行
わ
れ
た
。
統
計
は
烏
坵
郷

表 2 1956 ～ 1992 年の金門の居住人口および性別比率（5 年ごと）
年度 現住人口 兵役年齢男子

（16 歳以上）
兵役年齢女子
（16 歳以上）

学齢児童

合計 男（比率％） 女（比率％）

1956 45,234 22,495（49.73） 22,739（50.27） 8,593 5,064 9,210

1961 47,528 24,248（51.02） 23,280（48.98） 8,643 5,140 8,572

1966 56,842 28,754（50.59） 28,088（49.41） 8,822 5,791 11,502

1971 61,305 30,794（50.23） 30,511（49.77） 8,717 5,807 13,335

1976 58,743 30,141（51.31） 28,602（48.69） 11,688 8,899 16,272

1981 50,248 26,047（51.84） 24,201（48.16） 12,112 7,357 13,034

1986 47,779 24,656（51.60） 23,123（48.40） 11,482 8,110 10,555

1991 43,442 22,506（51.81） 20,936（48.19） 11,238 5,362 10,189

1992 44,170 22,991（52.05） 21,179（47.95） 11,708 7,130 10,004

出典：金門県政府主計室『中華民国 91 年金門県統計年報』第 49 期、金門：編者自印、2002 年。
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こ
の
種
の
結
婚
詐
欺
の
よ
う
な
経
験
に
よ
り
、
金
門
の
家
長
た
ち

は
、
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
絶
対
に
徴
兵
軍
人
に
嫁
が
な
い
よ
う
家
族

の
女
性
を
戒
め
た
。
こ
の
他
、
軍
人
が
現
地
の
女
性
の
「
美つ

つ
も
た
せ

人
局
」

に
引
っ
か
か
っ
て
、
賠
償
金
を
払
っ
て
よ
う
や
く
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
例
も
あ
っ
た
。
軍
人
の
間
で
も
「
金
門
の
女
性
を
妻
に

す
る
と
こ
の
島
に
一
〇
年
留
ま
っ
て
兵
役
に
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
実
際
に
は
存
在
し
な
い
規
定
が
噂
で
広
め
ら
れ
、
感
情

的
な
揉
め
ご
と
の
発
生
を
脅
か
し
て
防
い
だ
。

し
か
し
、
歪
ん
だ
性
別
構
造
の
下
で
金
門
の
女
性
の
婚
姻
関
係
で

の
選
択
権
は
増
え
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
は
多
く
の
女
性
が
志
願
役

士
官
に
嫁
ぎ
、
個
人
お
よ
び
家
庭
経
済
を
改
善
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の

金
門
に
常
駐
す
る
職
業
軍
人
は
、
中
国
大
陸
か
ら
撤
退
し
て
台
湾
を

防
衛
し
、
前
線
に
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
っ
た
。
彼
ら
に
は
安

定
し
た
収
入
が
あ
り
、
部
隊
に
し
た
が
っ
て
交
替
す
る
必
要
の
な
い

者
も
お
り
、
経
済
的
保
障
を
求
め
て
い
た
女
性
に
と
っ
て
は
非
常

に
よ
い
結
婚
対
象
だ
っ
た
。「
部
隊
で
食
事
を
管
理
し
て
い
る
士
官

長
に
嫁
い
だ
ほ
う
が
、
中
隊
長
や
大
隊
長
に
嫁
ぐ
よ
り
も
ず
っ
と
い

い
」
と
考
え
る
女
性
さ
え
い
た＊＊

＊

。
そ
の
原
因
は
、
こ
れ
ら
の
家
族
は

新
鮮
な
米
、
麺
や
肉
類
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
、
夫
が
第
一
線
に
出

て
戦
う
リ
ス
ク
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
職
業
軍
人
と
当
地
の
青

年
と
の
競
争
も
相
当
に
激
し
か
っ
た＊＊

＊

。
こ
の
ほ
か
に
、
一
九
四
九
年

以
降
「
三
八
」
結
婚
制
度
が
普
及
し
た
。
男
性
は
必
ず
「
八
」
両
の

黄
金
、「
八
」
百
斤
の
豚
肉
、「
八
」
千
元
の
現
金
を
結
納
と
す
る
風

習
で
あ
り
、
経
済
的
に
弱
い
当
地
の
青
年
は
結
婚
し
た
く
て
も
で
き

な
く
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
彼
ら
の
配
偶
者
選
び
の
困
難
さ
が
反
映

さ
れ
て
い
た＊＊

＊

。

一
方
、
勤
務
の
負
担
が
大
き
く
、
休
暇
が
少
な
く
、
親
族
に
会
う

た
め
に
台
湾
に
帰
る
こ
と
も
で
き
ず＊＊

＊

、
娯
楽
も
乏
し
く
、
性
的
に
抑

圧
さ
れ
た
（sexual repression

）
軍
隊
生
活
は
、
軍
隊
内
部
の
秩

序
の
崩
壊
や
軍
隊
と
民
間
の
関
係
を
緊
張
さ
せ
る
導
火
線
と
な
っ

た
。
軍
は
一
九
五
九
年
に
成
功
の
陳
景
蘭
洋
楼
お
よ
び
金
湯
公
園
に

「
将
兵
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
」
を
つ
く
り
、成
績
優
秀
な
将
兵
に
「
栄

誉
の
休
暇
」
を
与
え
、
こ
こ
で
一
〇
日
間
の
「
休
暇
」
を
過
ご
さ
せ

た
。
し
か
し
こ
の
種
の
軍
が
提
供
す
る
、
標
準
化
さ
れ
た
、
模
範
的

な
レ
ジ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
は
軍
隊
の
監
視
か
ら
は
ま
っ
た
く
離
れ
て
お

ら
ず
、
さ
ら
に
レ
ジ
ャ
ー
の
雰
囲
気
も
欠
如
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の

「
レ
ジ
ャ
ー
」
は
少
し
も
休
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、

多
数
の
軍
人
に
国
家
が
認
め
た
娯
楽
を
提
供
し
、
長
期
的
な
緊
張
に

よ
る
心
身
の
ス
ト
レ
ス
を
解
消
し
、
さ
ら
に
は
彼
ら
の
性
抑
圧
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
だ
っ
た
。

引
き
続
き
、
我
々
は
軍
が
提
供
し
た
慰
問
活
動
お
よ
び
特
約
茶
室

に
つ
い
て
考
察
し
、
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
治
の

作
用
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

六
千
だ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る＊＊

＊

。
こ
れ
は
現
在
ま
で
に
公
開

さ
れ
て
い
る
資
料
の
中
で
軍
隊
の
人
数
を
最
も
正
確
に
記
録
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
と
、
男
性
が
総
定
住

人
口
の
七
五
・
六
四
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
五

～
八
〇
年
代
に
は
依
然
と
し
て
四
個
の
守
備
師
団
（
四
～
六
万
人
以

上
）、
一
個
の
本
部
予
備
隊
の
増
強
師
団
（
約
二
～
四
万
人
）
が
配

置
さ
れ
て
お
り
、
人
数
は
推
定
六
～
一
〇
万
人
以
上
に
達
し
た
。
つ

ま
り
、
一
九
八
〇
年
代
以
前
、
軍
隊
を
入
れ
た
金
門
の
総
定
住
人
口

に
占
め
る
男
性
比
率
は
七
五
％
前
後
だ
っ
た＊＊

＊

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
五
歳
以
上
の
男
女
数
を
既
婚
女
性
を
除
い
て
計
算
す
る

と
、
結
婚
適
齢
期
の
性
別
比
率
は
い
っ
そ
う
か
け
離
れ
て
い
た
。
一

九
六
六
年
を
例
に
す
る
と
、
一
五
歳
以
上
の
総
人
口
は
二
万
七
一
〇

九
人
で
、
そ
の
う
ち
未
婚
男
性
は
三
七
二
八
人
、
未
婚
女
性
は
一
六

八
八
人
、既
婚
男
性
は
八
六
五
一
人
、既
婚
女
性
は
九
三
五
三
人
だ
っ

た＊＊
＊

。
当
時
の
八
万
の
国
軍
を
加
え
る
と
、
四
九
・
六
人
の
男
性
に
対

し
て
婚
姻
対
象
と
な
り
う
る
女
性
は
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
一
九

五
五
年
か
ら
は
「
交
替
制
度＊＊

＊

」
が
実
施
さ
れ
、
外
島
お
よ
び
衛
戌
部

隊
へ
の
駐
留
は
二
年
間
で
一
回
交
替
と
な
っ
た
が
、
閉
鎖
的
な
前
線

の
島
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
性
別
比
率
が
生
み
出
す

緊
張
関
係
、
お
よ
び
武
力
を
持
っ
た
軍
人
が
庶
民
の
集
落
に
入
っ
て

く
る
と
い
う
の
は＊＊

＊

、
確
か
に
潜
在
的
な
不
安
を
も
た
ら
す
社
会
問
題

だ
っ
た
。

ま
ず
、
戦
地
政
務
期
に
は
い
く
つ
も
の
重
大
な
軍
紀
問
題
が
起

き
、
死
傷
者
も
出
た
。
た
と
え
ば
一
九
五
三
年
に
は
部
隊
指
導
員
の

長
期
の
圧
迫
を
受
け
た
炊
事
兵
銭
金
山
が
逃
亡
し
、
呉
厝
村
の
著
名

な
金
門
の
画
家
李
家
錫
の
家
に
逃
げ
込
み
、
包
囲
し
て
捕
ら
え
る
過

程
で
李
氏
の
祖
母
と
姉
が
殺
害
さ
れ
、
当
該
炊
事
兵
も
拳
銃
で
自
殺

し
た
。
事
件
後
軍
は
賠
償
の
責
任
を
十
分
に
果
た
さ
ず
、
現
地
で

は
「
呉
厝
事
件
」
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
軍
人
の
間
で
当
地
の
女
性

を
め
ぐ
っ
て
妬
み
合
い
、
男
女
問
題
で
殺
人
事
件
に
発
展
し
た
例
も

あ
る＊＊

＊

。
こ
の
ほ
か
に
、
軍
人
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
少
女

や
女
性
の
暴
行
事
件
も
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
。
大
多
数
の
情
報
は
封

印
さ
れ
た
が
、
地
方
社
会
の
口
コ
ミ
に
よ
る
情
報
伝
達
は
広
く
、
そ

し
て
早
く
、
金
門
女
性
の
軍
人
に
対
す
る
恐
怖
心
を
う
ん
だ＊＊

＊

。
大
量

の
血
気
さ
か
ん
な
若
い
軍
人
が
閉
鎖
さ
れ
た
島
に
長
期
に
駐
留
す
る

と
、
性
（sexuality

）
こ
そ
が
必
ず
直
面
す
る
社
会
課
題
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
徴
兵
軍
人
と
地
方
の
女
性
の
感
情
的
な
揉
め
ご
と
も
時
々

生
じ
た
が
、
初
期
の
軍
民
雑
居
と
戦
地
の
閉
鎖
化
は
問
題
を
さ
ら
に

大
き
く
し
た
。
金
門
で
最
も
よ
く
聞
か
れ
た
噂
話
に
は
次
の
よ
う
な

パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
。
金
門
で
服
役
し
て
い
た
台
湾
籍
の
徴
兵
軍
人

と
金
門
の
女
性
が
交
際
す
る
が
、
あ
る
者
は
出
身
に
つ
い
て
嘘
を

言
い
、
退
役
し
て
台
湾
に
戻
る
と
ま
っ
た
く
連
絡
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
ま
た
あ
る
兵
士
は
自
分
の
家
庭
は
非
常
に
裕
福
だ
と
嘘
を

つ
き
、
金
門
の
女
性
に
裕
福
な
家
庭
に
嫁
げ
る
と
誤
解
さ
せ
た
が
、

台
湾
本
島
に
行
っ
て
初
め
て
ま
っ
た
く
違
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
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の
一
部
は
、
次
第
に
活
力
を
も
ち
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
き
た
。
こ
れ

ら
の
慰
問
を
担
当
す
る
団
体
は
女
性
を
募
集
し
て
訓
練
し
、
中
に
は

金
門
の
女
性
の
応
募
も
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
歌
っ
て
踊
っ
て
楽
し

い
雰
囲
気
を
作
る
だ
け
で
は
な
く
、
団
体
活
動
を
主
催
し
軍
人
た
ち

と
交
流
し
た
。
軍
の
新
聞
も
写
真
と
文
章
で
彼
女
た
ち
の
活
動
に
お

け
る
芸
能
と
甘
い
外
観
を
報
道
し
、
体
に
ぴ
っ
た
り
と
し
た
旗
袍
の

写
真
す
ら
あ
っ
た
（
写
真
22
、
23
、
24
）。
ま
た
一
部
の
香
港
映
画

の
ス
タ
ー
や
ミ
ス
中
国
優
勝
者
が
金
門
に
慰
問
に
来
て
、
軍
人
た
ち

の
歓
迎
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
た＊＊

＊

。
間
違
い
な
く
、
こ
の
種
の
文
字

や
映
像
に
よ
る
再
現
方
式
は
女
性
の
身
体
を
物
質
化
し
て
い
る
。
当

局
は
意
図
的
に
「
軍
の
恋
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
、
暗
示
に

よ
る
性
の
幻
想
を
通
じ
て
男
性
軍
人
の
抑
圧
さ
れ
た
欲
望
を
和
ら

げ
、
満
足
さ
せ
、
戦
地
社
会
の
安
定
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。

金
門
の
女
性
も
慰
問
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
。
初
期
は
婦
聯
会
、

軍
友
社
な
ど
が
各
学
校
の
女
性
職
員
や
村
の
代
表
を
動
員
し
て
異

な
っ
た
ル
ー
ト
に
分
配
し
て
島
を
周
っ
て
慰
問
さ
せ
た
。
ま
た
、
各

村
の
女
性
も
民
防
婦
女
隊
の
動
員
で
慰
問
活
動
に
参
加
し
た＊＊

＊

。
女
性

に
強
制
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
義
務
は
、
軍
事
近
代
化
が
決
し
て
近
代
的

な
意
味
を
持
っ
た
女
性
解
放
運
動
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
ま
さ
に
示

し
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
台
湾
に
テ
レ
ビ
や
映
画
が
普
及
す
る
と
、

一
部
の
著
名
な
ス
タ
ー
た
ち
が
団
体
で
金
門
に
来
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
し
て
軍
人
や
民
間
人
を
慰
問
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
な
か
で

も
女
性
の
ス
タ
ー
は
と
り
わ
け
人
気
が
あ
っ
た＊＊

＊

。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
林
青
霞
（
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
リ
ン
）、

崔
苔
青
、
白
嘉
莉
、
鳳
飛
飛
、
鄧
麗
君
（
テ
レ
サ
・
テ
ン
）
な
ど
が

慰
問
に
訪
れ
た
。
彼
女
た
ち
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
他
に
親
身
に

な
っ
て
前
線
の
軍
人
や
民
間
人
と
交
流
し
、
サ
イ
ン
を
し
、
一
緒
に

写
真
を
撮
っ
た
（
写
真
25
、
26
）。
芸
能
人
の
慰
問
公
演
は
、
情
報

が
少
な
か
っ
た
当
時
の
前
線
の
軍
人
や
民
間
人
に
流
行
の
娯
楽
文
化

を
も
も
た
ら
し
、
一
時
的
に
お
祭
り
の
よ
う
な
楽
し
い
時
間
を
作
り

出
し
た
。

鄧
麗
君
の
慰
問
活
動
は
、
戦
地
時
期
の
慰
問
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

代
表
的
な
も
の
だ
っ
た
。
甘
い
外
見
と
完
璧
な
歌
唱
力
を
持
つ
彼
女

は
、
一
九
八
一
年
に
金
門
に
招
か
れ
、
軍
慰
問
番
組
「
君
在
前
哨
」

を
収
録
し
、
中
国
大
陸
が
管
轄
す
る
角
嶼
か
ら
二
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

し
か
離
れ
て
い
な
い
「
馬
山
呼
び
か
け
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
か
ら
、
大

陸
の
沿
海
住
民
に
向
か
っ
て
放
送
を
流
し
た
。
彼
女
の
写
真
も
空
を

漂
う
宣
伝
弾
に
さ
れ
て
中
国
大
陸
へ
送
ら
れ
た
（
写
真
27
）。
当
時

彼
女
は
台
湾
、香
港
、日
本
、東
南
ア
ジ
ア
な
ど
各
地
で
大
勢
の
フ
ァ

ン
を
獲
得
し
人
気
絶
頂
だ
っ
た
が
、
彼
女
自
身
が
「
自
由
な
祖
国
の

第
一
前
線
」
と
呼
ん
だ
金
門
に
自
ら
何
度
も
や
っ
て
来
て
慰
問
を

し
、
軍
人
と
民
間
人
に
深
い
印
象
を
残
し
、
愛
国
芸
人
お
よ
び
「
永

遠
の
軍
の
恋
人
」
と
い
う
栄
誉
を
手
に
入
れ
た
。
鄧
麗
君
の
奥
ゆ
か

し
く
、
人
の
心
を
打
つ
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
歌
声
は
、
金
門
の
放
送
を
通

じ
て
中
国
大
陸
に
も
伝
え
ら
れ
、
同
様
に
改
革
開
放
初
期
の
中
国
の

２ 

人
心
を
慰
め
る
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
―
―
慰
問
活
動

慰
問
活
動
は
軍
で
は
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
で
あ

り
、
当
時
の
軍
人
に
と
っ
て
は
食
事
に
一
品
加
え
ら
れ
る
だ
け
で
な

く
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
る
こ
と
も
で
き
た
。
慰
問
活
動
は
一
種

の
お
祭
り
だ
っ
た
。

活
動
の
性
質
に
よ
っ
て
、
慰
問
は
慰
労
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
主
に
婦
聯
会
や
各
地
の
関
係
団
体
、

海
外
の
華
僑
団
体
、
民
間
組
織
な
ど
の
慰
労
活
動
で
あ
り
、
部
隊
に

民
生
物
資
を
慰
労
品
と
し
て
送
っ
た
り
料
理
の
た
め
の
資
金
を
送
っ

た
り
し
た
。
ま
た
軍
の
動
員
の
も
と
に
、
金
門
の
女
性
や
学
生
の

代
表
が
負
傷
兵
を
慰
問
す
る
活
動
も
行
わ
れ
た
。
後
者
は
主
に
「
中

華
民
国
軍
人
之
友
社
」（
軍
友
社＊＊

＊

）
が
管
轄
す
る
文
康
工
作
隊
（
文

工
隊
）、
軍
の
政
戦
体
系
に
属
す
る
「
国
軍
戦
闘
文
芸
工
作
隊
」（
芸

工
隊＊＊

＊

）、
国
防
部
の
女
青
年
工
作
大
隊

を
通
じ
て
各
地
の
劇
団
や
芸
能
ス
タ
ー

を
招
待
し
、
部
隊
で
催
し
物
を
行
っ

た
。
一
九
七
六
年
七
月
、
金
門
戦
地
政

務
委
員
会
は
金
門
文
化
工
作
隊
を
設
立

し
、
慰
問
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
担
当
さ

せ
た
。
規
模
が
比
較
的
に
大
き
い
慰
問

は
、
普
通
は
慰
労
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
両
方
兼
ね
て
い
た
。

一
九
五
〇
年
代
は
戦
局
が
緊
張
し
て
お
り
、
慰
問
活
動
の
娯
楽
的

要
素
は
低
か
っ
た
。
一
九
五
一
年
三
月
一
日
、
京
劇
の
名
優
顧
正
秋

と
張
正
芬
が
台
湾
省
の
各
界
の
春
節
前
線
慰
問
団
と
と
も
に
金
門
で

上
演
し
、
ま
た
金
門
中
学
の
蒋
介
石
記
念
堂
竣
工
の
テ
ー
プ
カ
ッ
ト

の
来
賓
と
な
っ
た
。
当
時
の
新
聞
の
写
真
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
は
演

芸
会
と
い
う
名
目
で
な
さ
れ
た
活
動
で
あ
り
、
整
列
し
た
軍
人
は
銃

を
担
い
で
、整
然
と
地
面
に
座
り
、前
方
の
舞
台
は
簡
単
な
木
造
で
、

士
官
は
前
の
ほ
う
で
鑑
賞
し
、
女
性
の
出
演
者
は
マ
イ
ク
設
備
も
な

い
環
境
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
し
て
い
た
（
写
真
20
、
21
）。
こ
の
種

の
大
型
の
慰
問
活
動
は
、
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
の
効
果
に
欠
け
、
か
え
っ

て
戦
争
時
期
の
困
難
な
環
境
と
厳
粛
な
雰
囲
気
を
再
現
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
文
工
隊
や
政
戦
芸
工
隊
、
あ
る
い
は
中
国

国
民
党
各
支
部
付
属
の
文
化
工
作
隊
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
慰
問
活
動

写真 20 1951 年の春節慰問演芸
会（『正気中華日報』1951 年 3
月 1 日第 4 面）

写真 21 名優顧正秋の上演（『正気
中華日報』1951年3月1日第4面）
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庶
民
の
心
を
捉
え
た
。中
国
で
は
民
間
に
「
昼
間
は
老
鄧
（
鄧
小
平
）

を
聞
き
、
夜
は
小
鄧
（
鄧
麗
君
）
を
聞
く
」
と
い
う
言
い
回
し
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
鄧
麗
君
の
人
気
の
ほ
ど
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
鄧
麗

君
の
愛
国
的
な
情
熱
は
彼
女
を
「
敬
軍
愛
国
」
の
代
弁
者
に
し
た
。

柔
美
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
一
九
八
〇
年
代
の
海
峡
両
岸

の
民
間
社
会
が
必
要
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
文
化
大
革
命
で
傷

つ
い
た
中
国
、
戦
争
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
金
門
、
社
会
変
革
と
再

構
築
の
過
程
に
あ
っ
た
台
湾
の
庶
民
の
心
を
慰
め
た
の
で
あ
っ
た
。

３ 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
性
的
歓
楽

　

 

―
―〝
特
約
茶
室
〞
の
出
現

戦
地
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
で
最
も
論
争
を
引
き
起
こ
す
の
は
「
特

約
茶
室
」
の
設
立
で
あ
る
（「
軍
楽
園
」
あ
る
い
は
「
八
三
一＊＊

＊

」
と
も

い
わ
れ
る
。
以
下
で
は
特
約
茶
室
の
名
称
を
用
い
る
）。
軍
は
将
兵
へ

の
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
の
提
供
と
地
方
の
善
良
な
風
俗
の
維
持
と
い
う
二

つ
の
関
連
の
な
い
理
由
に
よ
り
、
軍
経
営
の
妓
楼
を
相
次
い
で
開
設

し
た
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
社
会
機
能
を
備
え
た
国
家
の
言
説
の
背
後

に
は
、
軍
人
の
性
抑
圧
と
そ
れ
に
伴
う
軍
紀
の
乱
れ
、
そ
し
て
そ
れ

に
よ
る
現
地
女
性
へ
の
暴
行
が
発
生
す
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
課

題
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
。
特
約
茶
室
の
存
在
は
、
一
方
で
は
軍

人
の
情
欲
（sexuality

）
に
関
わ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
実
践
で
あ

り
、
も
う
一
方
で
は
戦
地
社
会
に
特
殊
な
役
割
を
持
っ
た
外
来
女
性

の
一
群
―
―
セ
ッ
ク
ス
産
業
に
従
事
す
る
従
業
員
を
も
た
ら
し
た
。

一
九
五
一
年
一
〇
月
一
六
日
、金
門
の
金
城
に「
仁
武
特
約
茶
室
」

が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
こ
こ
は
、金
防
部
政
五
組
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、

憲
兵
が
派
遣
さ
れ
て
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
（
写
真
28
）。
一
九
五
四

年
か
ら
金
門
本
島
の
庵
前
、成
功
（
陳
坑
）、小
徑
、山
外
、沙
美
（
当

初
は
東
蕭
に
開
設
）
お
よ
び
烈
嶼
の
青
岐
、
後
宅
、
東
林
な
ど
に
特

別
茶
室
が
続
々
と
開
設
さ
れ
、
ま
た
安
歧
の
移
動
茶
室
お
よ
び
外
島

（
大
胆
）
の
巡
回
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
も
開
設
さ
れ
た
（
写
真

29
、
図
１
）。
こ
の
う
ち
金
城
が
総
本
部
で
あ
り
、
庵
前
は
将
校
専

門
だ
っ
た
。

開
始
し
た
当
初
は
茶
室
は
軍
が
主
導
し
、
法
的
な
根
拠
も
な
か
っ

た
。
し
か
し
制
度
が
で
き
て
お
ら
ず
、
責
任
者
と
経
営
者
の
権
力
が

大
き
か
っ
た
た
め
、
無
銭
飲
食
、
無
銭
売
春
や
経
費
の
水
増
し
、
濫

用
、
帳
簿
の
不
実
記
載
な
ど
の
問
題
が
常
に
発
生
し
た＊＊

＊

。
一
九
六
〇

年
に「
台
湾
省
各
県
市
娼
妓
管
理
辦
法
」が
公
布
さ
れ
て
は
い
た
が
、

一
九
六
八
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
軍
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
「
特

約
茶
室
管
理
規
則
」
を
制
定
し
、
請
け
負
い
商
人
と
軍
関
係
者
の
癒

着
と
権
力
濫
用
が
断
ち
切
ら
れ
た＊＊

＊

。

特
約
茶
室
は
甲
乙
丙
の
三
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
お
り
、
組
織
編
制

に
基
づ
く
と
、
金
門
に
は
毎
年
少
な
く
と
も
一
二
〇
人
の
従
業
員

（
侍
應
生
）
が
い
た
と
推
計
さ
れ
る＊＊

＊

。従
業
員
は
台
北
の
募
集
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
募
集
さ
れ
、
自
発
的
に
応
募
し
た
者
で
、
一
八
～

三
〇
歳
の
、
未
婚
で
家
庭
の
揉
め
ご
と
が
な
く
、
身
体
が
健
康
で
犯

写真 28 「軍楽団」開設のニュース（『正気
中華日報』1951 年 10 月 16 日第 4 面）

写真 29 庵前の特約茶室（金門県政府
「胡璉将軍珍蔵文物」写真類：編集番号
E074）図 1 金門の特約茶室分布図

写真 22 金城政戦芸工隊と兵士のダン
ス（『正気中華日報』1968 年 1 月 27
日第 2 面）

写真 23 金城政戦隊――「烈
嶼三鳳」（『正気中華日報』
1972 年 2 月 2 日第 2 面）

写真 24 国民党公路支部第
三文化工作隊の大胆島で
の 慰 問（『 正 気 中 華 日 報 』
1965 年 9 月 19 日第 2 面）

写真 25 慰問のために歌う陳今佩（『正
気中華日報』1971 年 1 月 17 日第 2 面）

写真 26 軍人のためにサイ
ンする女性スター（『正気
中華日報』1974 年 7 月 16
日第 2 面）

写真 27 中国大陸を漂う宣伝弾
となった鄧麗君の写真（翁沂
杰氏提供）
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罪
歴
が
な
い
、
と
い
っ
た
条
件
に
符
合
し
た
者
で
あ
っ
た＊＊

＊

。
軍
は
多

く
の
従
業
員
管
理
規
則
を
制
定
し
、
定
期
的
に
健
康
検
査
を
受
け
る

こ
と
、外
部
宿
泊
、賭
博
、泥
酔
の
厳
禁
、私
用
電
話
の
開
設
の
禁
止
、

将
兵
や
公
務
員
、
民
間
人
と
の
私
的
会
合
や
金
銭
の
揉
め
ご
と
の
厳

禁
、
軍
事
機
密
を
尋
ね
た
り
、
公
務
や
軍
事
情
報
を
聞
く
こ
と
の
厳

禁
、
初
め
て
金
門
に
来
た
場
合
は
半
年
経
っ
て
か
ら
で
な
い
と
休
暇

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
規
則
が
あ
っ
た
。
審
査
基
準

は
厳
格
で
、
な
か
で
も
毎
月
の
チ
ケ
ッ
ト
売
り
上
げ
が
三
ヵ
月
連
続

で
三
〇
〇
枚
以
下
で
あ
っ
た
者
は
台
湾
に
送
り
返
さ
れ
た
。
経
費
面

で
は
、
七
〇
％
が
従
業
員
、
三
〇
％
が
請
け
負
い
商
人
の
取
り
分
と

な
り
、
食
事
や
宿
泊
場
所
は
請
け
負
い
商
人
が
提
供
し
た＊＊

＊

。
軍
人
以

外
、一
般
の
民
間
人
は
特
約
茶
室
に
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

茶
室
は
ま
た
軍
人
の
階
級
に
よ
っ
て
佐
官
級
、
尉
官
級
、
士
官
兵
の

三
種
に
分
か
れ
、
チ
ケ
ッ
ト
の
値
段
も
異
な
っ
て
い
た
。
一
九
七
一

年
に
は
家
族
の
い
な
い
公
務
員
も
庵
前
の
茶
室
に
入
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
生
活
を
調
整
し
地
方
の
善
良
な
風

俗
を
維
持
す
る
」
た
め
だ
と
さ
れ
た＊＊

＊

。

特
約
茶
室
の
多
く
は
町
や
集
落
の
傍
ら
に
位
置
し
た
が
、
軍
は
極

力
両
者
を
隔
離
し
よ
う
と
し
た
。
従
業
員
は
医
師
の
診
察
を
受
け
る

以
外
は
普
通
自
由
に
外
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
用
品
が

不
足
す
る
と
、
茶
室
の
雑
用
係
や
洗
濯
女
性
に
代
わ
り
に
買
い
に
行

か
せ
、
新
年
の
休
暇
に
よ
う
や
く
何
組
か
に
分
か
れ
て
外
出
し
廟
に

参
拝
し
た
り
町
で
新
し
い
衣
装
や
化
粧
品
等
を
買
う
こ
と
が
で
き

た
。
普
段
は
住
民
と
の
接
触
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

控
え
め
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
保
守
的
な
民
衆
の
非
難
は
免
れ
な

か
っ
た
。

保
守
的
な
地
方
社
会
に
と
っ
て
、
特
約
茶
室
の
出
現
は
矛
盾
と
板

ば
さ
み
の
心
理
を
作
り
出
し
た
。
住
民
は
道
徳
的
な
観
点
か
ら
茶
室

は
善
良
な
風
俗
に
反
し
て
い
る
と
考
え
（
こ
れ
は
軍
の
設
立
主
旨
と

は
正
反
対
で
あ
る
）、
ま
た
多
く
の
茶
室
が
祀
廟
、
学
校
な
ど
の
神

聖
視
さ
れ
て
い
る
空
間
の
近
く
に
建
て
ら
れ
て
お
り
（
庵
前
特
約
茶

室
は
孚
済
廟
の
付
近
、
金
城
総
室
は
朱
子
祠
、
キ
リ
ス
ト
教
教
会
、
中

正
国
民
小
学
の
後
方
）、
庶
民
の
心
理
的
な
衝
撃
は
非
常
に
大
き
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
一
九
九
〇
年
一
一
月
三
〇
日
に
国
防
部
が
特

約
茶
室
を
強
制
的
に
営
業
停
止
に
し
た
際
に
反
映
さ
れ
た
が
、
地
方

の
実
力
者
と
業
者
に
は
存
続
を
求
め
る
意
見
も
あ
っ
た
。
一
九
九
一

年
金
門
県
諮
問
代
表
会
の
提
案
で
は
「
最
近
数
ヵ
月
間
に
、
金
城
な

ど
の
地
区
で
数
件
の
軍
人
に
よ
る
強
姦
事
件
が
起
き
、
す
で
に
地
域

の
家
庭
と
個
人
を
傷
つ
け
て
い
る
」、「
公
共
の
安
全
秩
序
を
確
保

し
、
善
良
な
風
俗
を
維
持
す
る
た
め
に
、
特
別
に
娼
妓
管
理
辦
法
を

研
究
し
て
軍
の
楽
園
『
八
三
一
』
に
代
え
て
女
性
の
安
全
を
保
障
す

る
よ
う
に
政
府
に
要
請
」
し
た＊＊

＊

。
業
者
も
金
門
県
政
府
に
上
申
書
を

提
出
し
、「
…
…
長
年
民
間
の
風
俗
が
純
朴
で
、
社
会
が
安
定
し
、

性
犯
罪
の
発
生
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
の
は
、『
軍
の
茶
室
の
存
在
』

の
お
か
げ
で
あ
る
。
…
…
茶
室
の
廃
止
は
金
門
地
区
の
未
来
に
社
会

風
紀
の
乱
れ
や
傷
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
憂
慮
さ
れ
る
。
私

た
ち
は
共
同
で
資
金
を
募
り
、
茶
室
の
跡
地
で
営
業
を
行
う
こ
と
を

願
う
…
…
」＊＊

＊

と
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
福
建
省
政

府＊＊
＊

は
特
別
に
「
福
建
省
金
門
県
管
理
娼
妓
辦
法
草
案
」
を
制
定
し
、

民
間
に
妓
楼
の
開
設
を
許
し
、「
妓
楼
を
一
戸
か
ら
三
戸
開
設
す
る
。

一
戸
あ
た
り
は
二
〇
人
以
内
と
し
、
大
金
（
金
門
島
）
の
東
西
の
半

島
に
は
各
一
戸
、
小
金
（
小
金
門
）
に
は
一
戸
と
す
る
」
と
し
た＊＊

＊

。

そ
の
た
め
、
一
九
九
一
年
初
に
公
営
の
特
約
茶
室
は
民
間
の
妓
楼
に

な
り
、
一
年
近
く
続
い
た
が
、
一
九
九
一
年
末
に
中
央
の
法
令
に
抵

触
し
て
い
た
た
め
営
業
停
止
を
迫
ら
れ
、
四
一
年
の
歴
史
に
幕
を
閉

じ
た
。

営
業
の
継
続
要
求
は
、
実
際
は
商
人
が
自
身
の
利
益
を
守
る
た
め

の
口
実
だ
っ
た
。
意
図
的
に
特
約
茶
室
の
役
割
を
大
き
く
し
て
、
そ

れ
が
一
種
の
〝
必
要
悪
〟（a necessary evil

）
で
あ
る
と
見
な
し

た
の
で
あ
る
。
特
約
茶
室
の
存
在
に
よ
っ
て
女
性
の
心
身
の
恐
怖
感

が
完
全
に
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
な
か
に
は
比
較
的
に
流
行

の
装
い
を
し
て
い
る
女
性
が
軍
人
に
「
茶
室
」
の
従
業
員
と
誤
解
さ

れ
、思
わ
ぬ
厄
介
ご
と
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
同
時
に
、

特
約
茶
室
と
善
良
な
風
俗
の
維
持
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
く
、
そ
の

存
在
が
か
え
っ
て
地
方
の
感
覚
を
気
ま
ず
い
も
の
に
し
た
。
中
正
国

民
小
学
の
校
門
付
近
に
あ
っ
た
金
城
茶
室
で
は
、
下
校
時
間
に
な
る

と
男
子
生
徒
た
ち
が
教
師
に
隠
れ
て
、
こ
っ
そ
り
と
椅
子
を
運
ん
で

壁
を
よ
じ
登
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
軍
人
が
茶
室
の
部
屋
の
外
で
並
ん

で
い
た
の
を
覗
き
見
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
み
な
の
共
通
の
回
想

で
あ
り
、
当
時
の
生
徒
同
士
の
議
論
は
ま
る
で
性
教
育
の
啓
蒙
の
よ

う
で
あ
っ
た＊＊

＊

。
庵
前
の
茶
室
は
開
浯
の
恩
主
陳
淵
を
祀
っ
た
孚
済
廟

に
隣
接
し
て
お
り
、
毎
年
旧
暦
二
月
二
日
の
祭
神
の
誕
生
日
に
は
一

族
の
長
老
が
営
業
を
一
日
停
止
し
て
祭
祀
に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う

に
要
求
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
庵
前
の
茶
室
の
敷
地
内
に
は
陳
氏
の

祖
先
の
墓
が
あ
り
、
清
明
節
以
外
は
敷
地
内
に
入
っ
て
墓
参
り
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た＊＊

＊

。
こ
れ
ら
の
状
況
は
特
約
茶
室
と
地
方
社

会
が
常
に
一
種
の
緊
張
、対
立
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

従
業
員
の
社
会
経
済
的
地
位
は
相
当
に
低
く
、
流
動
性
も
高
く
、

地
方
社
会
と
は
ま
っ
た
く
相
容
れ
ず
、
搾
取
さ
れ
、
底
辺
の
物
言
わ

ぬ
社
会
集
団
だ
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
生
活
環
境
は
狭
い
特
約
茶
室
の

中
に
限
定
さ
れ
、
軍
隊
の
よ
う
に
厳
格
に
管
理
さ
れ
、
ひ
と
た
び
業

績
が
基
準
に
満
た
な
け
れ
ば
台
湾
に
送
り
返
さ
れ
た
。
し
か
し
彼
女

た
ち
の
仕
事
も
ま
た
愛
国
的
な
行
動
と
見
な
さ
れ
た
。
小
徑
の
茶
室

の
門
に
は
「
男
が
戦
場
で
命
を
さ
さ
げ
、
女
も
献
身
的
に
国
に
報
い

る
」
と
い
う
対
聯
が
あ
り
、
一
種
の
対
句
（couplet

）
で
彼
女
た

ち
の
前
線
で
の
役
割
を
再
現
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
彼
女
た
ち
の

身
体
が
軍
人
に
提
供
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
家
全
体
に
奉
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

〝
愛
国
妓
女
〟
は
国
家
が
彼
女
た
ち
に
与
え
た
一
種
の
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
。
一
九
五
七
年
の
「
風
塵
侠
女
黄
秀
琴
」
の
報
道
は
そ
の
一

例
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
は
台
北
か
ら
来
た
貧
困
家
庭
出
身
で
学
歴
の

な
い
、
当
時
二
八
歳
の
従
業
員
を
「
責
任
感
と
勇
気
と
比
類
な
い
機
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智
で
、
憲
兵
が
ス
パ
イ
Ｘ
Ｘ
を
捕
ら
え
る
の
に
協
力
し
、
国
家
の
た

め
に
大
功
を
立
て
、
政
府
の
賞
金
一
千
元
を
獲
得
し
、
千
万
の
軍
人

民
間
人
の
尊
敬
を
受
け
た
」
と
報
道
し
た
。
彼
女
は
「
現
在
の
環
境

は
自
分
が
望
ん
だ
も
の
は
な
く
、
家
庭
の
経
済
状
況
が
改
善
し
た
ら

す
ぐ
に
足
を
洗
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
。
幸
い
に
自
由
中
国

の
台
湾
に
は
餓
死
者
は
一
人
も
い
な
い
。
我
々
は
彼
女
の
善
良
な
本

性
と
国
家
へ
の
楽
観
的
な
態
度
と
信
用
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
」＊＊

＊

と

報
道
さ
れ
た
。
従
業
員
の
行
為
は
、
軍
に
よ
っ
て
愛
国
に
は
貴
賎
が

な
い
こ
と
の
見
本
と
し
て
宣
伝
さ
れ
た
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
報
道

は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、一
九
五
九
年
に
台
湾
で
発
生
し
た「
八
七

水
害
」
に
際
し
て
、
特
約
茶
室
の
職
員
と
従
業
員
が
被
災
者
救
援
に

八
千
元
を
募
金
し
た
と
し
て
表
彰
さ
れ
た＊＊

＊

。

つ
ま
り
、
特
約
茶
室
は
一
種
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
戦
略
と
運
用

の
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
軍
と
地
方
社
会
の
間
を
仲
介
し
、
合
法
的

な
性
歓
楽
場
所
を
提
供
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
所
は
思
う
ま
ま
に
放

任
さ
れ
た
〝
軍
の
楽
園
〟
で
は
な
く
、
一
種
の
厳
格
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
管
理
さ
れ
た
特
殊
な
機
構
だ
っ
た
。
従
業
員
は
社
会
経
済
的

な
最
底
辺
で
、
国
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
搾
取
を
受
け
、
発
言
権
と

自
己
解
釈
権
を
持
た
ず
、
国
家
に
与
え
ら
れ
た
愛
国
と
い
う
単
一
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
の
み
だ
っ
た
。
し
か
し
、
特
約
茶
室
と
そ
の
従
業

員
は
確
か
に
前
線
に
存
在
し
て
お
り
、
地
方
社
会
か
ら
受
け
入
れ
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
特
約
茶
室
も
国
家
や
経
営
者
が
宣
伝
し
た

よ
う
な
偉
大
な
役
割
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
戦
地
社
会
で
最
も
隠
さ

れ
、
最
も
気
ま
ず
い
機
能
で
あ
っ
た
。

４ 

軍
人
消
費
経
済
に
お
け
る
民
間
戦
略
―
―
店
の
女
性

大
量
の
駐
屯
軍
が
も
た
ら
し
た
民
生
消
費
は
、
戦
地
政
務
期
の
金

門
の
民
間
社
会
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
経
済
的
な
よ
り
所
だ
っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
後
期
か
ら
、
金
門
で
は
い
く
つ
か
の
商
業
的
に
栄
え

た
市
街
が
出
現
し
た
。
そ
れ
ら
は
金
城
の
模
範
街
、
中
興
路
、
莒
光

路
、
新
市
、
沙
美
、
盤
山
、
小
徑
、
陽
宅
、
埕
下
、
烈
嶼
の
東
林
や

西
方
な
ど
で
、
な
か
で
も
新
市
が
最
も
典
型
的
で
、
各
種
の
飲
食

店
、
フ
ル
ー
ツ
パ
ー
ラ
ー
、
特
産
店
、
文
具
・
書
店
、
映
画
館
、
写

真
館
、
理
髪
店
、
公
共
浴
場
な
ど
が
あ
り
、
軍
人
に
〝
金
門
の
西
門

町
〟
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
の
伝
統
的
な
集
落
に
も
多
様

な
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
雑
貨
店
が
出
現
し
、
軍
人
に
日
常
品
を
供
給
す

る
ほ
か
、
軽
食
や
軍
服
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
郵
便
局
の
代
行
な
ど
の

機
能
を
備
え
る
も
の
も
あ
り
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
場
を
付
設
し
て
い
る
も

の
も
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
初
期
ま
で
、
軍
人
の
消
費
経
済
は
十

分
に
活
発
で
あ
り
、
経
営
内
容
も
次
第
に
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
地

方
社
会
は
一
種
の
依
存
経
済
（dependent econom

ics

）
モ
デ
ル

を
形
成
し
て
い
た
。

当
初
、
こ
れ
ら
の
商
店
の
多
く
は
家
族
経
営
だ
っ
た
。
軍
人
の

客
を
呼
ぶ
た
め
に
、
店
は
競
い
合
っ
て
若
く
て
美
し
い
女
性
店
員

を
雇
っ
た
。
し
か
し
流
行
の
装
い
を
す
る
女
性
店
員
は
戦
地
社
会

が
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
困
難
克
服
の
精
神
に
挑
戦
す
る
も

の
で
あ
り
、
軍
は
介
入
し
て
管
理
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
五
一
年
一
〇
月
か
ら
、金
門
県
政
府
は「
パ
ー
ラ
ー
」「
ビ
リ
ヤ
ー

ド
」「
飲
食
店
」「
茶
室
」「
理
髪
」「
浴
場
」
な
ど
を
〝
特
殊
営
業
〟

と
し
、
女
性
店
員
を
雇
う
こ
と
を
一
律
に
禁
止
し
た＊＊

＊

。

一
方
で
、〝
非
特
殊
営
業
〟
は
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
大
々
的
に

女
性
店
員
が
募
集
さ
れ〝
華
や
か
さ
を
競
い
合
っ
た
〟＊＊

＊
（
写
真
30
、31
）。

こ
れ
ら
の
戦
略
は
確
か
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
し
、
業
績
を
上
げ

た
。
軍
人
た
ち
は
こ
れ
ら
の
女
性
店
員
に
あ
だ
名
を
つ
け
、
た
と
え

ば
金
城
の
「
一
二
金
釵＊＊

＊

」「
郵
票
皇
后
」「
百
貨
皇
后
」「
福
利
皇
后＊＊

＊

」、

写
真
館
の
「
七
仙
女＊＊

＊

」、
新
頭
の
花
「
小
白
菜＊＊

＊

」
な
ど
、
ひ
そ
か
に

口
に
し
て
広
め
て
い
た
。

し
か
し
、
軍
が
定
義
す
る
〝
特
殊
業
種
〟
は
決
し
て
性
産
業
で
は

な
く
、
せ
い
ぜ
い
一
般
の
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
に
す
ぎ
な
い
。
女
性
店
員

の
雇
用
の
禁
止
は
、
実
際
は
こ
れ
ら
の
民
間
の
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
産
業

を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
操
作
で

は
、
国
家
は
、
慰
問
活
動
や
特
約
茶
室
の
よ
う
な
、
そ
の
政
治
目
的

に
合
致
し
た
〝
正
式
〟
な
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
の
み
を
許
し
、
民
間
が
同

様
に
女
性
の
魅
力
で
商
業
宣
伝
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
は
国
家
が
「
性
」
を
一
種
の
〝
パ
ン
ド
ラ
の
箱
〟（Pandora ’s 

box

）
と
見
な
し
、
い
っ
た
ん
解
放
さ
れ
れ
ば
予
測
不
能
な
災
難
が

起
こ
り
、
必
ず
制
限
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
生
活
の
た
め
に
、
金
門
の
〝
特
殊
産
業
〟
で
は

女
性
店
員
の
雇
用
を
や
め
ず
、ア
ン
グ
ラ
化
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

軍
の
取
締
り
は
時
々
行
わ
れ
た
が
、
彼
女
た
ち
が
消
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た＊＊

＊

。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、〝
特
殊
産
業
〟
の
制
限
が
取
り
消

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
取
締
ま
り
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
。
他
方
、〝
非
特
殊
産
業
〟
で
は
女
性
の
魅
力
を
十
分
利

用
し
て
商
業
競
争
の
手
段
と
し
た
。
軍
人
が
休
暇
で
街
を
歩
く
時
、

店
の
女
性
に
話
し
か
け
る
の
は
、
祝
祭
日
の
慰
問
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
よ
り
も
ず
っ
と
日
常
生
活
的
な
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
で
あ
り
、
苦
し
い

軍
隊
生
活
を
慰
め
た
。
こ
の
種
の
経
営
モ
デ
ル
は
女
性
を
物
質
化
ま

た
は
商
品
化
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
確
か
に
女
性
に
多
く
の

現
地
で
の
就
業
機
会
を
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
故
郷
を
離
れ
な
く

て
も
す
ん
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
成
功
し
た
例
も
少
な
く
な
い
。
彼
女

写真 30 餅菓子店の軍人の客と女性店員
（『正気中華日報』1964年9月20日第4面）

写真 31 烈嶼の特産店の女性店員（『金門
日報』1971 年 9 月 7 日第 2 面）
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た
ち
は
、
初
め
て
、
仕
入
れ
、
補
充
、
簿
記
、
管
理
、
軍
人
の
呼
び

込
み
な
ど
、
戦
地
の
経
営
を
学
び
、
資
本
を
蓄
積
し
た
り
、
結
婚
し

た
後
に
自
分
で
創
業
し
、
雑
貨
店
、
特
産
店
、
飲
食
店
な
ど
の
小
商

店
を
経
営
し
た
り
し
た
。
戦
地
社
会
の
小
商
品
経
済
の
発
展
の
過
程

で
、
女
性
は
確
か
に
キ
ー
と
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

　

結
論
―
― 

国
家
／
軍
人
／
地
方
社
会
の
間
を 

仲
介
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策

戦
地
政
務
体
制
は
高
度
に
権
威
的
で
、
上
か
ら
下
へ
の
軍
事
統
治

だ
っ
た
が
、
動
員
と
教
化
の
過
程
で
、
地
方
政
治
と
い
う
場
は
国
家

が
直
面
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
そ
の
も
の
だ
っ
た
。「
管
、教
、

養
、
衛
」
の
四
つ
の
面
で
構
成
さ
れ
る
〝
軍
事
近
代
化
〟（m

ilitary 
m

odernization

）
は
、
一
般
に
戦
地
社
会
の
地
方
政
治
運
営
の
核

心
と
考
え
ら
れ
た
。

本
文
の
考
察
の
焦
点
は
、「
管
、
教
、
養
、
衛
」
の
過
程
で
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
こ
そ
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
政
策
の
一
つ

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
が
社
会
の
軍
事
化
の

過
程
で
い
か
に
し
て
新
た
に
〝
近
代
〟
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（gender 

relations

）
を
線
引
き
し
、
異
な
る
役
割
を
女
性
に
与
え
、
当
局
の

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
し
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
た
地
方
社
会
お
よ
び
女
性
個
人
も
軍
事
化

の
過
程
で
性
別
と
性
に
関
す
る
政
策
、
女
性
の
身
体
に
関
す
る
論
理

を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
ま
た
彼
女
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
れ
ら
を
拒
絶
、
順
応
し
て
自
主
的
な
空
間
を
見
つ
け
た
の
か
、

あ
る
い
は
複
雑
で
多
元
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
経
験
を
形
成
し
た

の
か
、
さ
ら
に
戦
地
の
歴
史
書
で
は
隠
さ
れ
て
き
た
女
性
の
役
割
に

つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

軍
の
新
聞
資
料
と
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
基
づ
き
、
我
々
は
三
つ
の

主
要
な
女
性
イ
メ
ー
ジ
と
そ
こ
で
再
現
さ
れ
た
内
容
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
生
産
と
再
生
産
の
役
割
で
の
模
範
的
な
女

性
、
軍
事
動
員
と
身
体
的
な
教
化
の
も
と
の
戦
地
女
性
、
人
心
を
慰

め
欲
情
の
対
象
と
し
て
の
柔
美
な
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ま
さ

に
上
述
の
課
題
に
回
答
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
た
分
類
カ
テ
ゴ
リ
ー

だ
っ
た
。
し
か
し
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
我
々
は
決
し

て
金
門
の
女
性
の
役
割
を
三
つ
に
簡
略
化
す
る
の
で
は
な
い
し
、
一

人
の
女
性
が
ひ
と
つ
の
役
割
し
か
な
か
っ
た
と
も
考
え
て
は
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
は
、
こ
の
三
つ
の
分
類
は
国
家
が
軍
事
近
代

化
の
過
程
で
与
え
た
役
割
で
あ
り
、
多
く
の
女
性
は
同
時
に
い
く
つ

も
の
異
な
っ
た
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
以
下
で
は
、
我
々
は
さ
ら
に

進
ん
で
国
家
（
軍
）
／
軍
事
近
代
化
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
間
の
相

互
作
用
を
分
析
し
、
戦
地
社
会
の
地
方
政
治
に
理
解
を
加
え
た
い
。

一
、
生
産
お
よ
び
再
生
産
の
領
域
で
は
、
軍
事
近
代
化
は
一
般
の

近
代
化
の
論
理
と
は
異
な
り
、
戦
地
の
女
性
に
家
庭
と
国
家
の
二
重

の
責
任
を
同
時
に
負
わ
せ
、男
女
の
不
平
等
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
た
。

軍
事
近
代
化
の
過
程
で
は
、
国
家
は
男
女
平
等
を
理
由
に
、
女
性

の
職
業
的
な
技
能
を
養
成
し
、
彼
女
た
ち
が
生
産
お
よ
び
再
生
産
の

現
場
に
入
る
こ
と
を
奨
励
し
た
。
こ
の
時
、
家
事
労
働
、
農
漁
業
生

産
あ
る
い
は
工
業
生
産
ラ
イ
ン
の
勤
労
女
性
は
、
一
種
の
戦
地
経
済

の
成
果
の
象
徴
と
し
て
再
現
さ
れ
、
さ
ら
に
軍
事
統
治
の
正
当
性
を

強
化
し
た
。
そ
し
て
宋
美
齢
お
よ
び
婦
聯
会
が
提
唱
し
た
政
治
運
動

に
対
応
し
て
、「
模
範
的
な
女
性
、模
範
的
な
母
親
」
が
選
抜
さ
れ
、

さ
ら
に
「
敬
軍
愛
国
に
し
て
、
夫
を
支
え
、
子
を
教
え
、
家
事
を
よ

く
行
い
、
困
難
に
打
ち
勝
ち
生
産
す
る
」
な
ど
の
基
準
が
〝
良
妻
賢

母
〟
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
し
、
女
性
に
〝
救
国
保
種
〟
の
良
好
な

公
民
に
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国
家
は
女
性
に

家
族
の
世
話
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
前
線
を
守
る
軍
人
の
世
話
を

す
る
こ
と
を
求
め
た
。「
縫
製
軍
服
」
運
動
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

国
民
国
家
至
上
主
義
の
論
理
の
下
で
は
、
男
女
平
等
と
い
う
概
念

は
軍
事
近
代
化
の
口
実
に
す
ぎ
ず
、
国
家
の
真
の
意
図
は
女
性
の
動

員
に
置
か
れ
て
い
た
。
家
庭
か
ら
出
た
戦
地
の
女
性
は
個
人
の
自
由

の
た
め
で
は
な
く
、
さ
ら
に
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
服
従
し
て
い
た
。

婦
聯
会
の
〝
模
範
的
な
〟
女
性
と
い
う
言
説
は
一
種
の
父
権
的
、
国

民
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
婦
聯
会
の
女
性
た
ち
が
金
門
の
女

性
に
負
担
す
る
よ
う
に
求
め
た
〝
家
〟
か
ら
〝
国
〟
へ
の
生
産
と
再

生
産
の
役
割
は
、
実
際
は
国
家
の
政
策
を
通
し
て
性
別
の
差
異
と
そ

の
職
業
分
担
を
理
解
し
、
区
分
す
る
新
し
い
経
路
を
作
っ
た
の
で
あ

る
。

二
、
軍
事
動
員
の
過
程
で
、
国
家
は
性
別
に
よ
る
分
類
を
無
意
識

に
自
然
化
し
、
女
性
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
軍
事
任
務
を
与
え
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
は
国
家
が
用
い
た
の
み
な
ら
ず
、
反
対
に
女
性
が

国
家
の
政
策
に
抵
抗
す
る
策
略
手
段
に
な
っ
た
。

軍
事
動
員
の
過
程
で
は
、
国
家
の
論
理
は
矛
盾
に
満
ち
て
お
り
、

一
方
で
は
全
民
皆
兵
を
宣
伝
し
、
一
方
で
は
無
意
識
に
性
別
に
よ
る

分
類
を
自
然
化
し
、
女
性
に
異
な
っ
た
軍
事
任
務
を
与
え
た
。
な
か

で
も
既
婚
、
未
婚
の
身
分
は
そ
の
中
の
ひ
と
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
早
婚
や
養
子
を
育
て
る
等
の
家
庭
の
責
任
や

月
経
等
の
身
体
的
な
要
素
は
女
性
が
国
家
の
政
策
を
回
避
す
る
手
段

と
な
り
、
さ
ら
に
男
性
に
は
な
い
自
主
的
な
空
間
を
勝
ち
取
る
こ
と

に
も
な
っ
た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
策
略
は
、国
家
だ
け
で
は
な
く
、

地
方
社
会
で
も
流
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
軍
事
訓
練
の
経
験
は
戦
地
の

女
性
の
集
団
的
な
記
憶
と
あ
り
、
複
雑
で
多
元
的
な
抵
抗
、
離
散
、

順
応
、
帰
属
意
識
な
ど
の
意
識
に
発
展
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
、
国
家
は
〝
風
俗
の
改
良
〟
と
い
う
近
代
化
の
論
理

で
、
正
常
／
異
常
と
い
う
二
分
法
を
以
て
日
常
生
活
の
領
域
に
介

入
し
、「
性
別
の
区
別
を
取
り
除
い
た
」、
あ
る
い
は
「
中
性
化
し

た
」
女
性
の
身
体
美
学
を
教
化
、
改
造
し
た
。
こ
の
時
、
女
性
の
服

飾
、
化
粧
、
髪
形
等
の
外
形
は
み
な
軍
事
統
治
の
一
環
だ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
種
の
ミ
ク
ロ
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
実
行
が
難
し
く
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
は
も
は
や
提
起
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

三
、
性
別
構
造
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
お
よ
び
軍
人
の
性
的
抑
圧
が
引
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き
起
こ
す
社
会
秩
序
の
崩
壊
を
避
け
る
た
め
に
、
国
家
は
慰
問
活
動

を
提
供
し
て
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
と
し
、
ま
た
特
約
茶
室
で
性
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
た
。
民
間
社
会
も
ま
た
女
性
店
員
を
軍
人
の
消
費
を
ひ
き

つ
け
る
手
段
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
〝
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
性
歓

楽
〟
は
み
な
柔
美
な
女
性
の
性
的
な
想
像
と
身
体
へ
の
搾
取
の
上
に

築
か
れ
て
い
た
。

一
九
四
九
～
一
九
九
二
年
の
間
に
、
大
量
の
駐
屯
軍
と
住
民
が
閉

鎖
さ
れ
た
島
に
暮
ら
し
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
性
別
構
造
の
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
、
お
よ
び
軍
人
の
性
抑
圧
が
社
会
問
題
を
も
た
ら
し
た
。
国
家

は
慰
問
活
動
を
主
と
す
る
レ
ジ
ャ
ー
娯
楽
で
、
女
性
の
柔
ら
か
さ
を

人
心
を
慰
め
る
道
具
と
し
た
。
一
九
八
〇
年
代
の
鄧
麗
君
は
、
海
峡

の
両
岸
が
共
有
す
る
前
線
の
歴
史
的
記
憶
に
さ
え
な
っ
た
。

国
家
は
善
良
な
風
俗
の
維
持
と
い
う
名
の
下
に
、
一
九
五
一
年
に

特
約
茶
室
（
軍
楽
園
、
八
三
一
）
と
い
う
、
軍
の
中
の
妓
楼
を
作
り
、

軍
人
に
性
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
の
性
的
抑
圧
を
緩
和
し
よ
う
と

し
た
。
一
九
六
八
年
か
ら
軍
は
特
約
茶
室
の
管
理
を
厳
格
化
し
、
ま

た
地
方
社
会
の
外
に
隔
離
し
た
。
し
か
し
地
方
社
会
で
は
普
遍
的
に

特
約
茶
室
に
対
す
る
一
種
の
矛
盾
、
ジ
レ
ン
マ
を
伴
な
う
見
方
を

持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
善
良
な
風
俗
に
反
す
る
こ
と
を
心
配
し
て
い

た
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
が
担
っ
て
い
る
社
会
的
な
役
割
を
認
め
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
前
述
の
通
り
、
民
間
の
商
店

は
競
っ
て
若
く
て
美
し
い
女
性
店
員
を
雇
い
、
軍
人
の
消
費
を
引
き

付
け
る
手
段
と
し
、
国
家
に
特
殊
産
業
と
非
特
殊
産
業
を
分
け
ざ
る

を
え
な
く
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
〝
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
性

的
快
楽
〟
は
、
柔
美
な
女
性
の
性
的
な
想
像
と
身
体
の
搾
取
の
上
に

築
か
れ
て
い
た
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
は
「
管
、
教
、
養
、
衛
」
な
ど
の
面
で
キ
ー
と

な
る
役
割
を
演
じ
、
国
家
／
軍
人
／
地
方
社
会
の
間
を
仲
介
す
る
、

統
治
策
略
、
そ
し
て
相
互
作
用
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
た
。
性
別
と
性

の
議
題
は
戦
地
社
会
の
一
種
の
地
方
政
治
で
あ
り
、
異
な
っ
た
女
性

イ
メ
ー
ジ
と
再
現
を
借
り
て
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
。
し
か
し
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
見
る
と
、
軍
事
近
代
化
は
決
し
て
真
の
男
女
平
等

と
い
う
近
代
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、

支
配
さ
れ
た
一
部
の
女
性
は
性
別
の
差
異
と
身
体
的
な
特
質
の
条
件

を
流
用
し
て
国
家
の
軍
事
動
員
と
規
範
に
抵
抗
し
、
自
主
的
な
空
間

を
勝
ち
取
っ
た
。

最
後
に
我
々
は
や
は
り
、
金
門
の
伝
統
的
な
戦
争
史
で
は
女
性
が

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
軍
事
化
が
女
性
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
を
過
小
評
価
し
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
計
画
に
お
け
る
女
性
の
重
要
性
を
過
小
評

価
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
女
性
史
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
金
門
の

歴
史
を
全
面
的
に
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
比
較

の
視
野
に
お
い
て
も
価
値
が
あ
る
。
我
々
は
、
そ
の
他
の
地
方
と
同

様
に
、
金
門
に
お
い
て
も
軍
事
の
近
代
性
が
高
度
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

関
連
し
て
お
り
、
男
性
と
女
性
の
経
験
も
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
こ

と
を
す
で
に
見
て
き
た
。
軍
事
の
近
代
性
は
各
自
の
性
別
の
役
割
を

強
化
し
た
が
、
変
化
し
た
部
分
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
キ
ャ
サ
リ

ン
・
ル
ッ
ツ
（Catherine Lutz

）
の
米
国
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州

フ
ェ
イ
エ
ッ
ト
ビ
ル
（Fayetteville, N

orth Carolina

）
で
の
研
究

に
お
い
て
、
米
国
陸
軍
特
殊
部
隊
本
部
フ
ォ
ー
ト
・
ブ
ラ
ッ
グ
（Ft 

Bragg

）
と
と
も
に
発
展
し
て
き
た
こ
の
都
市
が
、
戦
場
と
は
相
当

に
離
れ
て
い
な
が
ら
も
、
軍
事
化
に
よ
っ
て
多
く
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

実
践
を
築
い
て
き
た＊＊

＊

こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
世
紀
の
ア
ジ
ア
の
他
の
地
方
の
女
性
と
同
じ
よ
う
に
、
金

門
の
女
性
は
国
家
の
目
標
の
た
め
に
犠
牲
を
求
め
ら
れ
て
き
た
。

さ
ら
に
、
自
己
犠
牲
を
行
っ
た
女
性
は
常
に
国
粋
（the national 

essence

）
の
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
。
金
門
で
女
性
が
軍
人
と
し
て

動
員
さ
れ
、
国
家
の
実
質
的
な
防
衛
を
担
当
し
た
の
は
、
そ
の
極
限

的
な
形
態
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
女
性
の
動
員
は
女
性
解
放
の
要

と
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
女
性
が
兵
士
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
父
権

体
制
を
取
り
消
す
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
役
割
の
再
分
配
と
い
う

傾
向
を
伴
な
っ
て
い
た
。
軍
事
化
が
い
か
に
父
権
体
制
を
再
構
築

し
、
決
し
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
う

ひ
と
つ
の
例
は
、
軍
に
お
け
る
妓
楼
で
あ
る
。
中
華
民
国
国
軍
は
他

の
軍
隊
と
同
様
に
、
男
性
の
性
需
要
を
満
た
す
た
め
に
女
性
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
こ
そ
軍
事
効
率
が
下
が

り
軍
と
民
間
の
関
係
が
悪
化
す
る
の
を
防
げ
る
と
信
じ
て
い
た
。
軍

事
化
は
女
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
し
い
形
式

だ
っ
た
。

軍
事
の
近
代
性
に
お
け
る
性
別
の
処
遇
は
往
々
に
し
て
同
じ
で
は

な
い
。
ソ
ー
ン
ス
ー
ク
・
ム
ー
ン
（Seungsook M

oon
）
は
、
再

生
産
者
の
役
割
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
支
配
的
な
性
別
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
―
―
女
性
が
演
じ
て
い
る
の
は
主
に
経
済
的
な
役
割
で
あ
り
、

決
し
て
彼
女
た
ち
が
国
家
の
一
部
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
―
―
か

ら
、
韓
国
の
公
民
が
い
か
に
し
て
性
別
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
説
明

し
た＊＊

＊

。
こ
れ
は
金
門
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
異
な
っ
て
い

る
の
は
、
金
門
の
女
性
の
経
済
的
な
役
割
は
、
彼
女
た
ち
の
家
事
に

お
け
る
役
割
と
軍
人
へ
の
服
務
の
双
方
が
賞
賛
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
お
そ
ら
く
金
門
の
反
共
闘
争
の
宣
伝
の
象
徴
と
い
う
特

殊
な
役
割
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
軍
事
化
、
近
代
化

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
関
係
は
特
殊
な
地
域
的
お
よ
び
地
縁
政
治
の
脈
絡

で
分
析
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

本
文
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
政
策
の
実
践
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
戦
地

の
歴
史
に
お
け
る
国
家
と
地
方
社
会
の
相
互
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ

れ
の
女
性
の
実
際
の
環
境
、
社
会
効
能
と
象
徴
と
し
て
の
意
義
に
つ

い
て
の
さ
ら
な
る
理
解
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
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熾
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、
劉
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孝
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〇
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と
え
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会
二
〇
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九
、
国
防

部
二
〇
〇
九
な
ど
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＊
８　

以
下
の
も
の
を
含
む
。（
一
）
余
光
弘
、魏
捷
茲
一
九
九
四
、（
二
）

M
ichael Szonyi 2008

、（
三
）Chi, Chang-hui 2004

、（
四
）
江
柏

煒
二
〇
〇
七
、（
五
）
川
島
真
二
〇
〇
八
、（
六
）
周
妙
真
二
〇
〇
七
、（
七
）

蔡
珮
君
二
〇
〇
八
、（
八
）
林
美
華
二
〇
〇
八
、（
九
）
李
瓊
芳
二
〇
〇
八
、

（
一
〇
）
李
雯
二
〇
〇
九
、（
一
一
）
李
皓
二
〇
〇
六
、（
一
二
）
呂
静
怡

二
〇
〇
八
。

＊
９　

た
と
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。（
一
）
黄
振
良
二
〇
〇
三
、（
二
）

江
柏
煒
、劉
華
嶽
二
〇
〇
九
、七
七
―
一
二
四
頁
、（
三
）J.J. Zhang

（
張

家
傑
） &

 Bo-w
ei Chiang

（
江
柏
煒
）二
〇
〇
九
、一
八
七
―
二
二
〇
頁
。

＊
10　

た
と
え
ば
一
九
五
一
年
に
は
「
金
門
県
農
林
試
験
所
」（
金
門
県
農

業
試
験
所
の
前
身
）
が
、
一
九
五
六
年
に
は
「
金
門
県
林
務
所
」
が
、

そ
し
て
一
九
六
〇
年
に
は
「
金
門
県
牧
馬
場
」（
金
門
県
畜
産
試
験
所
の

前
身
）
が
成
立
し
、
一
九
六
八
年
に
は
金
門
県
農
業
試
験
所
の
管
轄
下

に
「
水
産
站
」（
金
門
県
水
産
試
験
所
の
前
進
）
が
設
け
ら
れ
た
。

＊
11　

金
門
県
政
府
一
九
九
二
、
一
一
六
九
頁
。

＊
12　

作
者
不
明
「
戦
地
計
画
、
女
子
商
店
」、『
正
気
中
華
日
報
』、

一
九
八
〇
年
五
月
二
〇
日
第
二
面
。

＊
13　

宋
美
齢
一
九
七
七
、
八
〇
三
―
八
〇
四
頁
。

＊
14　

怒
潮
学
校
は
民
国
三
八
年
（
一
九
四
九
年
）
に
胡
璉
一
二
兵
団
第

二
編
練
司
令
部
が
江
西
に
設
立
し
た
幹
部
訓
練
班
で
あ
り
、
知
識
青
年

の
従
軍
を
募
集
し
た
。
部
隊
が
江
西
会
昌
、
瑞
金
か
ら
広
東
庵
埠
、
汕

頭
等
に
移
っ
た
の
に
し
た
が
っ
て
こ
の
学
校
も
移
動
し
た
。
民
国
三
八

年
末
に
台
湾
に
移
り
、
初
め
新
竹
新
埔
に
落
ち
着
き
、
翌
年
金
門
水
頭

に
移
っ
た
（
董
群
廉
等
二
〇
〇
三
、
三
六
二
―
三
六
三
頁
）。
怒
潮
学
校

の
卒
業
生
の
多
く
は
各
村
の
指
導
員
と
な
り
、
民
間
防
衛
組
織
の
訓
練

を
指
揮
し
、
金
門
の
女
性
と
結
婚
し
た
者
も
相
当
数
い
た
の
で
怒
潮
分

会
が
設
立
さ
れ
た
。

＊
15　

洪
国
智
二
〇
〇
三
、
五
三
―
五
七
頁
。
ま
た
、
作
者
不
明
「
代
製

征
衣
万
件
、
婦
女
界
発
動
中
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
五
〇
年
五
月

一
九
日
第
四
面
。

＊
16　

作
者
不
明
「
婦
女
反
共
抗
俄
会
昨
已
円
満
閉
幕
」、『
中
央
日
報
』、

一
九
五
〇
年
四
月
二
〇
日
第
一
面
。

＊
17　
『
正
気
中
華
日
報
』
の
報
道
に
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。（
一
）
作
者
不
明
「
金
門
婦
女
代
表
は
二
一
日
に
中
華
婦
女
反
共
抗

俄
聨
合
会
福
建
分
会
設
立
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
、
ま
た
女
性

を
動
員
し
て
軍
隊
の
た
め
に
軍
服
を
一
万
着
を
縫
製
す
る
」
一
九
五
〇

年
五
月
一
九
日
第
四
面
、（
二
）
作
者
不
明
「
金
門
防
衛
部
婦
聯
会
の
軍

服
縫
製
の
成
績
は
第
一
位
」
一
九
五
〇
年
七
月
二
三
日
第
四
面
、（
三
）

作
者
不
明
「
湖
前
郷
の
女
性
が
負
傷
兵
の
た
め
に
洗
濯
」
一
九
五
三
年

八
月
二
四
日
第
四
面
、（
四
）
作
者
不
明
「
戦
士
が
国
の
た
め
に
苦
労
し

て
い
る
の
に
感
謝
し
、
浦
辺
の
女
性
が
衣
服
を
補
修
」
一
九
五
七
年
四

月
一
日
第
四
面
な
ど
。

＊
18　

一
九
五
〇
年
七
月
五
日
『
中
央
日
報
』
第
七
面
に
方
剛
と
い
う
作

者
が
書
い
た
「
当
我
穿
在
身
上
」
と
い
う
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が

そ
の
一
例
で
あ
る
。
詩
の
中
で
は
婦
聯
会
の
暖
か
い
行
動
を
賞
賛
し
、

戦
場
で
敵
を
消
滅
さ
せ
て
恩
情
に
報
い
る
と
し
て
い
る
。

＊
19　

作
者
不
明
「
役
場
は
女
性
教
育
を
普
及
さ
せ
、
婦
女
教
育
班
を
設

立
す
る
。
一
八
歳
以
上
四
五
歳
以
下
の
女
性
は
一
律
に
参
加
す
る
こ

と
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
五
一
年
三
月
五
日
第
四
面
。

＊
20　
『
婦
女
教
育
班
入
学
規
則
』
第
一
条
「
教
育
班
の
受
講
生
は
以
下
の

場
合
参
加
を
免
除
さ
れ
る
。（
一
）一
八
ヵ
月
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
者
。

（
二
）
家
庭
の
生
計
を
一
人
で
支
え
て
い
る
者
（
家
の
中
で
女
性
一
人
が

生
産
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）。（
三
）
妊
娠
三
ヵ
月
の
者
。（
四
）
病

気
や
障
害
が
あ
っ
て
参
加
で
き
な
い
者
」（
作
者
不
明
「
役
場
は
実
施
を

徹
底
し
、
女
性
教
育
を
普
及
さ
せ
、
入
学
規
則
を
制
定
し
て
実
施
さ
せ

る
こ
と
を
決
定
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
五
一
年
四
月
一
四
日
第
四

面
）。

＊
21　

作
者
不
明
「
烈
嶼
の
新
し
い
風
景
、
女
性
の
知
的
好
奇
心
が
さ
か

ん
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
五
一
年
一
月
二
七
日
第
四
面
。

＊
22　

金
門
県
政
府
一
九
九
二
、一
二
六
五
―
一
二
六
八
頁
。

＊
23　

一
九
六
八
年
九
月
、
金
門
全
県
の
一
五
五
の
自
然
村
で
戦
術
上
の

必
要
性
か
ら
、
人
口
、
地
形
面
積
、
指
揮
掌
握
な
ど
の
状
況
を
調
べ
、

七
三
の
戦
闘
村
に
改
編
し
、「
軍
、
政
、
警
、
民
」
を
一
体
化
し
た
。
ま

た
、
一
九
七
六
年
か
ら
金
門
、
賢
厝
、
頂
堡
、
安
歧
、
昔
果
山
、
后
湖
、

瓊
林
、
成
功
、
沙
美
、
斗
門
、
陽
翟
、
内
洋
の
一
二
の
重
要
な
戦
闘
村

を
選
ん
で
塹
壕
を
建
設
し
た
（
金
門
県
政
府
一
九
九
二
、一
二
六
八
頁
）。

＊
24　

金
門
県
政
府
一
九
九
二
、
八
五
二
頁
。

＊
25　

金
門
県
政
府
一
九
九
二
、
一
二
六
五
―
一
二
六
八
頁
。

＊
26　

金
門
県
政
府
一
九
九
二
、
一
二
六
七
頁
。

＊
27　

以
下
の
状
況
の
者
は
編
入
を
免
除
さ
れ
た
。「（
一
）
身
体
に
疾
患

が
あ
り
確
実
に
任
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
、（
二
）
高
級
中
学
に
在
籍
す

る
学
生
、（
三
）
精
神
疾
患
あ
る
い
は
精
神
薄
弱
で
公
の
医
療
機
関
の
証

明
が
あ
る
者
、（
四
）妊
娠
二
ヵ
月
以
上
で
医
師
の
証
明
が
あ
る
者
、（
五
）

配
偶
者
が
軍
隊
に
志
願
し
あ
る
い
は
、
徴
兵
さ
れ
服
役
し
た
女
性
で
、

家
事
を
す
る
必
要
が
あ
る
者
、（
六
）
家
族
が
病
気
で
一
人
で
行
動
で
き

な
い
た
め
、
世
話
を
す
る
必
要
が
あ
る
者
、（
七
）
五
歳
以
下
の
子
ど
も

が
い
て
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
性
、（
八
）
七
歳
以
下
の
子
ど

も
が
三
人
以
上
い
て
、
世
話
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
女
性
」（
国
立
金

門
技
術
学
院
研
究
小
組
編
二
〇
〇
四
、
二
八
七
―
二
八
八
頁
）。

＊
28　

一
九
五
八
年
頃
に
民
防
訓
練
を
受
け
た
呂
旺
曾
は
「
民
防
隊
員
は

軍
服
を
着
て
は
い
る
が
、
結
局
は
民
防
隊
で
あ
り
、
肩
章
も
な
け
れ
ば
、

番
号
も
な
く
、
人
に
ど
こ
の
部
隊
か
と
尋
ね
ら
れ
て
も
な
ん
と
答
え
て

い
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。後
に
（
制
服
の
制
作
費
が
）
八
元
五
角
だ
っ

た
の
を
思
い
出
し
、
と
て
も
も
っ
た
い
な
く
感
じ
、『
八
〇
五
部
隊
』
と

自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
林
馬
騰
二
〇
〇
三
、
六

六
―
六
七
頁
）。

＊
29　

戦
闘
村
の
女
性
を
例
に
す
る
と
、
一
八
～
四
五
歳
の
既
婚
女
性
は

勤
務
隊
に
編
入
さ
れ
、
主
に
心
理
戦
用
の
放
送
、
文
章
宣
伝
、
負
傷
者

救
護
な
ど
の
後
勤
任
務
を
担
当
し
た
。
未
婚
な
ら
ば
一
六
歳
以
上
は
必

ず
守
備
隊
に
入
り
、
村
の
自
衛
戦
闘
、
反
降
下
作
戦
、
軍
事
勤
務
支
援
、

捕
虜
監
視
な
ど
の
軍
事
任
務
を
担
当
し
た
。
両
者
の
差
は
非
常
に
大
き

か
っ
た
。

＊
30　

呂
静
怡
二
〇
〇
八
、
九
〇
―
九
一
頁
。

＊
31　

呉
華
「
無
尽
年
華
―
―
一
個
婦
女
隊
員
的
日
記
」（
一
～
一
六
）、『
正

気
中
華
日
報
』、
一
九
五
八
年
八
月
三
一
日
～
九
月
二
一
日
第
四
面
。

＊
32　

呉
華
「
無
尽
年
華
―
―
一
個
婦
女
隊
員
的
日
記
」（
三
）、『
正
気
中

華
日
報
』、
一
九
五
八
年
九
月
五
日
第
四
面
。

＊
33　

作
者
不
明
「
各
校
の
女
生
徒
に
注
意
。
パ
ー
マ
化
粧
を
禁
止
す
る
。
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旗
の
昇
降
時
は
敬
礼
す
る
よ
う
に
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
五
一
年

三
月
二
日
第
四
面
。

＊
34　

作
者
不
明
「
民
間
の
華
美
な
風
紀
を
取
り
締
ま
り
。
警
察
は
会
議

に
よ
っ
て
女
性
の
パ
ー
マ
を
厳
禁
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
」、『
正
気
中

華
日
報
』、
一
九
五
一
年
五
月
二
六
日
第
四
面
。

＊
35　

作
者
不
明
「
奇
妙
な
髪
型
の
女
性
に
は
、改
正
を
勧
告
す
る
」、『
正

気
中
華
日
報
』、
一
九
六
一
年
三
月
一
三
日
第
四
面
。

＊
36　

A
lthusser 1971, p.62.

＊
37　

Foucault 1979, p.34, 195-230.

＊
38　

金
門
県
政
府
二
〇
〇
九
、
二
一
五
頁
。

＊
39　

CIA
, T

he Chinese O
ffshore Islands, 8 Sept. 1954, p.3.（CIA

-
RD

P
80R

01443R
000300050008-7, N

A
RA

, U
SA

）

＊
40　

一
九
八
〇
年
代
中
期
以
降
、
金
門
の
駐
屯
軍
は
金
東
、
金
西
、
南

雄
、
烈
嶼
な
ど
の
師
団
編
成
を
維
持
し
た
が
、
人
数
は
五
万
五
千
人
前

後
だ
っ
た
。駐
屯
軍
の
数
は
一
九
九
七
年
に
李
登
輝
総
統
が
国
軍
の
「
精

実
案
」
を
進
め
て
か
ら
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、わ
ず
か
二
万
五
千
人
に
な
っ

た
。
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
金
門
で
は
旅
団
単
位
を
取
り
消
さ
れ
、
兵

力
は
一
万
人
に
削
減
さ
れ
た
（
許
紹
軒
「
金
門
駐
屯
軍
、
最
大
時
に
は

一
七
万
人
に
達
す
る
」、『
自
由
時
報
』、二
〇
〇
九
年
六
月
三
日
第
二
面
）。

＊
41　

Szonyi, Ibid., p162.

＊
42　

金
門
県
政
府
二
〇
〇
九
、
二
一
七
―
二
一
八
頁
。
交
代
制
度
の
表

向
き
の
理
由
は
、「
部
隊
作
戦
、
訓
練
、
労
働
と
休
息
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

り
、
士
気
を
高
め
、
戦
力
を
増
強
す
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
実

際
は
国
軍
の
派
閥
化
、
地
方
化
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
。

＊
43　

一
九
四
九
か
ら
一
九
五
八
年
に
、
一
部
の
国
軍
は
金
門
各
集
落
の

民
間
住
宅
に
散
居
し
て
い
た
。
そ
の
後
兵
舎
が
大
規
模
に
建
設
さ
れ
、

駐
屯
軍
は
よ
う
や
く
移
転
し
た
。

＊
44　

呂
静
怡
二
〇
〇
八
、
五
六
頁
。

＊
45　

周
妙
真
二
〇
〇
七
、
八
四
頁
。

＊
46　

陳
金
枝
（
一
九
五
四
年
生
ま
れ
）
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
後
浦
珠

浦
北
路
許
宅
、
二
〇
〇
八
年
七
月
一
三
日
。

＊
47　

Szonyi, Ibid., p.163.

＊
48　

魏
光
森
「
金
門
「
三
八
」
婚
姻
制
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
六
二

年
三
月
八
日
第
四
面
。
も
ち
ろ
ん
地
方
の
風
習
を
貶
す
こ
と
は
、
社
会
改

革
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
そ
の
た
め
軍
の
「
三
八
制
」

結
納
金
の
風
習
に
は
政
治
的
な
目
的
が
あ
っ
た
。

＊
49　

一
九
八
〇
年
以
前
、
転
属
と
い
う
理
由
以
外
、
前
線
の
兵
士
が
服

役
期
間
中
台
湾
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
～
九
〇
代

に
な
る
と
、
二
年
間
の
服
役
期
間
中
に
一
回
一
〇
日
の
休
暇
の
み
を
許

し
た
。
金
門
の
非
軍
用
電
話
も
国
防
の
安
全
を
理
由
に
一
九
九
一
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
開
放
さ
れ
た
。
前
線
の
兵
士
は
郵
便
局
の
書
簡
で
家

族
と
連
絡
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

＊
50　

中
華
民
国
軍
人
之
友
社
は
一
九
五
一
年
一
〇
月
三
一
日
に
設
立
さ

れ
た
。
社
会
民
衆
団
体
と
い
う
名
目
だ
っ
た
が
、
実
際
は
当
時
国
防
部

総
政
治
部
主
任
を
務
め
た
蒋
経
国
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
発
足
し
た
準

政
府
組
織
だ
っ
た
。

＊
51　

一
九
六
五
年
か
ら
、
国
軍
は
「
国
軍
新
文
芸
運
動
輔
導
委
員
会
」

を
設
立
し
、
学
者
を
招
い
て
政
策
研
究
と
創
作
の
指
導
を
担
当
さ
せ
た
。

一
九
六
八
年
五
月
に
は
さ
ら
に
「
国
軍
文
芸
戦
闘
工
作
隊
」
を
設
立
し
、

そ
の
趣
旨
は
国
軍
の
精
神
戦
力
を
養
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

＊
52　

作
者
不
明
「
香
港
ス
タ
ー
崔
萍
昨
日
金
門
に
到
着
し
て
軍
を
慰
問
、

今
回
は
三
日
間
の
公
演
を
行
う
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
六
〇
年
一

月
一
〇
日
第
一
面
。
作
者
不
明
「
香
港
映
画
ス
タ
ー
柳
声
昨
日
金
門
に

到
着
し
て
軍
を
慰
問
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
六
〇
年
三
月
一
七
日

第
一
面
。
作
者
不
明
「
三
人
の
ミ
ス
中
国
昨
日
金
門
を
訪
問
、
各
地
で

歓
迎
を
受
け
る
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
六
一
年
五
月
二
二
日
第
一

面
。

＊
53　

作
者
不
明
「
婦
女
隊
が
五
つ
の
隊
を
組
織
し
て
、
定
期
的
に
島
を

回
っ
て
慰
問
」、『
正
気
中
華
日
報
』、一
九
五
〇
年
三
月
二
九
日
第
四
面
。

作
者
不
明
「
軍
友
社
が
昨
日
金
城
、
金
山
の
女
性
を
動
員
し
て
烈
嶼
で

慰
問
」、『
正
気
中
華
日
報
』、
一
九
五
七
年
四
月
一
七
日
第
四
面
。

＊
54　

作
者
不
明
「
ス
タ
ー
の
慰
問
エ
ピ
ソ
ー
ド
」、『
正
気
中
華
日
報
』、

一
九
七
一
年
一
月
一
七
日
第
二
面
。
作
者
不
明
「
中
国
電
視
と
台
湾
電

視
の
芸
能
人
が
金
門
到
着
、
軍
と
民
間
を
慰
問
」、『
正
気
中
華
日
報
』、

一
九
七
四
年
一
月
三
一
日
第
二
面
。
作
者
不
明
「
銀
色
の
隊
列
、
き
ら

め
く
星
、
軽
や
か
な
歌
と
踊
り
、
三
軍
を
楽
し
ま
せ
る
」、『
正
気
中
華

日
報
』、
一
九
七
四
年
七
月
一
六
日
第
二
面
。

＊
55　
「
八
三
一
」
は
仁
武
特
約
茶
室
の
電
話
が
八
三
一
だ
っ
た
た
め
に
つ

け
ら
れ
た
名
前
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

＊
56　

陳
長
慶
二
〇
〇
五
、一
二
二
頁
。

＊
57　
「
特
約
茶
室
の
等
級
を
区
分
け
、
職
員
の
編
成
整
理
、
管
理
職
の
役

職
名
の
修
正
、
管
理
職
の
資
質
の
向
上
、
厳
格
な
試
験
実
施
、
冗
員
の

リ
ス
ト
ラ
、
幹
部
が
職
権
を
利
用
し
て
行
う
無
銭
飲
食
、
売
春
の
厳
禁
、

職
員
従
業
員
の
賭
博
の
厳
禁
、
会
を
開
い
た
り
、
金
の
貸
し
借
り
を
す

る
等
の
不
法
行
為
厳
禁
の
厳
禁
を
実
施
す
る
。
違
反
す
れ
ば
、
職
員
は

解
雇
さ
れ
、従
業
員
は
台
湾
へ
送
り
返
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
規
定
が
あ
っ

た
（
金
防
部
「
特
約
茶
室
管
理
規
則
」（
七
五
）
才
幹
字
第
一
三
九
一
号

函
、
民
国
七
五
年
九
月
三
〇
日
）。

＊
58　

特
約
茶
室
は
三
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
い
た
。「（
ａ
）
甲
級
：

収
容
人
数
お
よ
び
現
在
の
従
業
員
が
二
〇
人
以
上
の
も
の
は
管
理
員
一

人
、
雑
用
係
（
含
む
炊
事
）
二
～
三
人
と
す
る
。
た
と
え
ば
金
城
、
山

外
は
甲
級
茶
室
と
す
る
。（
ｂ
）
乙
級
：
収
容
人
数
お
よ
び
現
在
の
従
業

員
が
一
五
人
以
上
の
も
の
は
管
理
員
一
人
、
雑
用
係
（
含
む
炊
事
）
二

人
と
す
る
。
た
と
え
ば
庵
前
、沙
美
、小
徑
、東
林
は
乙
級
茶
室
と
す
る
。

（
ｃ
）
丙
級
：
収
容
能
力
お
よ
び
現
在
の
従
業
員
が
六
人
以
上
の
も
の
は

管
理
員
一
人
、
雑
用
係
、
炊
事
係
各
一
人
と
す
る
。
た
と
え
ば
成
功
、

后
宅
、
青
歧
は
丙
級
茶
室
と
す
る
」（
金
防
部
「
特
約
茶
室
管
理
規
則
」

（
七
五
）
才
幹
字
第
一
三
九
一
号
函
、
民
国
七
五
年
九
月
三
〇
日
）。

＊
59　

陳
長
慶
二
〇
〇
五
、
一
六
二
―
一
六
四
頁
。
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